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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第　５　期 第　６　期 第　７　期 第　８　期 第　９　期

決算年月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月

売上高 （千円） 2,918,8773,598,8737,754,3845,111,9884,286,757

経常利益又は
経常損失（△）

（千円） 52,129△1,058,471△534,722△1,722,275△1,643,129

当期純利益又は
当期純損失（△）

（千円） 36,295△3,764,568△9,496,927△6,067,417△2,235,250

純資産額 （千円） 1,386,2851,392,6754,548,4582,430,571831,176

総資産額 （千円） 6,766,5486,057,94811,513,4045,648,7783,846,697

１株当たり純資産額 （円） 163,294.2464,625.3332,799.886,248.20917.79

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

（円） 3,954.42△288,959.83△86,415.74△28,715.79△5,305.33

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） 3,743.57 － － － －

自己資本比率 （％） 20.5 23.0 37.8 39.0 21.4

自己資本利益率 （％） 3.0 － － － －

株価収益率 （倍） 65.75 － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △1,852,35446,642△4,559,448△1,228,766△579,086

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 187,580△1,387,120△6,618,678△1,145,889△167,462

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,831,1373,118,02710,678,9291,136,731602,759

現金及び現金同等物
の期末残高

（千円） 534,9682,324,5852,123,388885,463741,673

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

（名） 41 (5) 40 (5) 97 (4) 71 (36)47 (56)

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第６期、第７期、第８期及び第９期につきましては、潜在株

式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．自己資本利益率については、第６期、第７期、第８期及び第９期は当期純損失であるため記載しておりません。

４．第７期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９日)

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日)を適用しております。

５．平成17年９月30日付で、株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第　５　期 第　６　期 第　７　期 第　８　期 第　９　期

決算年月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月

売上高 (千円) 285,368394,339228,010313,743 81,235

経常損失 (千円) 84,963 232,036508,649579,645633,594

当期純損失 (千円) 28,8503,260,7548,051,2176,912,2821,068,305

資本金 (千円) 695,0502,590,2476,710,7865,730,1254,018,263

発行済株式総数 （株） 8,465 21,550 138,681352,243899,027

純資産額 (千円) 1,143,8281,673,8223,959,689665,829396,177

総資産額 (千円) 4,126,7553,995,7548,320,7791,451,6861,075,265

１株当たり純資産額 (円) 135,124.5177,671.6028,554.151,784.34435.96

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当
額)

(円)
－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損失 (円) 3,532.60250,288.2173,260.7432,714.362,535.60

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 27.7 41.9 47.1 42.4 36.5

自己資本利益率 (％) － － － － －

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名) 7 (1) 9 (－) 14 (－) 8 (－) 5 (－)

(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第５期、第６期、第７期、第８期及び第９期につきまして

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．自己資本利益率については、第５期、第６期、第７期、第８期及び第９期は当期純損失であるため記載しており

ません。

４．第７期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

５．平成17年９月30日付で、株式１株につき４株の株式分割を行っております。
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２ 【沿革】

当社グループは、平成10年７月に㈱アーティストハウス（現在の㈱アーティストハウスパブリッシャー

ズ）をエンターテインメントに関わる様々なコンテンツや商品を日本だけでなく、世界のユーザーに提供

することを目的として設立いたしました。

その後、平成17年９月に純粋持株会社制を導入し、コンテンツ、流通、ファインス事業を軸とする企業体に

移行いたしました。

㈱アーティストハウス設立以後の企業集団に係る経緯は、以下の通りであります。

年月 沿革

平成10年７月
㈱アーティストハウス設立（出版事業：資本金10百万円　平成14年５月にアーティストハウスパ

ブリッシャーズに商号変更）

平成11年９月 ㈱アーティストフィルム設立（映像事業：資本金10百万円）

平成12年２月 ㈱アーティストハウスの商号にて、当社を東京都渋谷区に設立（資本金30百万円）

平成12年４月 ㈱ファインドアウトレコードを設立（音楽事業：資本金10百万円）

平成12年９月 ㈱アーティストフィルム（映像事業）を株式交換により全株式取得

平成12年12月 ㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（出版事業）の株式を取得して実質子会社化

平成13年５月
㈱ワンネイション（Eコマース事業）、㈱ブランケット（音楽事業）及び子会社である㈱アーティ

ストフィルム、㈱ファインドアウトレコードの４社を吸収合併

平成13年７月
㈱ミュージックマイン（音楽事業）及び㈱ミュージックマイン・アイディー（音楽事業）の全株

式を譲り受け子会社化

平成13年８月 新たなビジネスモデルのもとで㈱アーティストフィルムを設立（映像事業：資本金10百万円）

平成13年10月 ㈱クロスワープを設立（Eコマース事業：資本金10百万円）

平成14年８月 東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号にグループ全社本店移転

平成15年８月 東京証券取引所マザーズ市場上場

平成15年９月 ㈱ミュージックマインと㈱ミュージックマイン・アイディーの全株式を譲渡

平成16年２月 ㈲シネマ・パリジャン（映画配給事業）の出資持分の98.9％を取得し子会社化

平成16年６月 ㈲シネマ・パリジャンを組織変更し㈱ワイズポリシーとする（資本金10百万円）

平成16年11月
㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズ（音楽事業）を合弁会社として設立（資本

金20百万円）

平成16年12月 ㈱アーティストハウスインベストメント（金融・投資事業）を設立（資本金100百万円）

平成16年12月 ㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズの第三者割当増資を引き受け子会社化

平成16年12月 ㈱翔年社（シニア向けエンターテイメント事業）を設立（資本金40百万円）

平成17年３月
㈱クロスワープが㈱ネットアーク（セキュリティマネジメント事業）の全株式を取得して子会社

化

平成17年５月 ㈱クロスワープが㈱ネットアークを吸収合併
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年月

平成17年６月 ㈱ツートップ（映像等パッケージソフトの二次流通事業）を株式交換により完全子会社化

平成17年７月 ㈱ミュージックランド（流通事業）の株式を取得して子会社化

平成17年７月 ㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズが㈱ＢＢＭＣに商号変更

平成17年７月 ㈱ワイズポリシーの全株式を譲渡

平成17年７月 ㈱クロスワープの全株式を譲渡

平成17年８月 ㈱アーティストハウスソリューションズ（ソリューション事業）を設立（資本金10百万円）

平成17年９月 ㈱アーティストハウスから㈱アーティストハウスホールディングスに商号変更

平成17年10月 Artist House Investment Asia Limited（金融・投資事業）を設立（資本金10,000HKD）

平成17年11月 ㈱ジーワン（テレビ番組制作）を株式交換により完全子会社化

平成17年12月 ㈱Ｆｏｕ（映像制作及び流通）を株式交換により完全子会社化

平成18年１月
Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.、C2C Time,Inc.（いずれも時計オークション事業）の50%

株式をそれぞれ取得して関係会社化

平成18年３月 ㈱アーティストハウスエンタテインメント（映像制作及び流通）を設立（資本金10百万円）

平成18年３月 ㈱アンティコルムジャパン（オークション事業）を設立（資本金10百万円）

平成18年６月 ㈱ＢＢＭＣの発行済株式の48.0％を追加取得し完全子会社化

平成18年12月 ㈱アーティストハウスソリューションズの全株式を譲渡

平成18年12月 ㈱アンティコルムジャパンの発行済株式の50.0％を譲渡し、持分法適用関連会社化

平成19年12月 ㈱翔年社の発行済株式の13.6％を追加取得し完全子会社化

平成20年５月 Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.の全株式を譲渡
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社11社、関連会社１社（平成20年５月31日現在）で構成されております。当

社が持株会社としてグループ内関係会社の経営管理及び財務業務やグループ全体の経営戦略の立案・実施

を行っております。

グループ子会社においては㈱アーティストフィルム、㈱ジーワン、㈱Ｆｏｕ、㈱アーティストハウスエン

タテイメント、㈱ＢＢＭＣ、㈱アーティストハウスパブリッシャーズ及び㈱翔年社がコンテンツ事業を行

い、㈱ツートップ、㈱ミュージックランドが流通事業、㈱アーティストハウスインベストメントおよび

Artist House Investment Asia Limitedがその他事業を行っております。

　また、持分法適用関連会社として㈱アンティコルムジャパンが流通事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の３事業は「第５　経理の状況　１.（１）連結財務諸表　注記」に掲げる事業の種類別セグメント

情報の区分と同一であります。

① コンテンツ事業

当事業では、映像、音楽及び出版事業を行ってまいりましたが、リクープ（出資額までの回収）が果

たせない作品が恒常的に発生しており、平成19年８月をもって、コンテンツ事業の大幅な整理を行って

おります。

② 流通事業

当事業では、㈱ミュージックランドが店舗での楽器の小売を、Antiquorum S.A.他では高額時計の

オークション事業を行っておりましたが、流通事業に区分されるコンテンツ２次流通業務からは撤退

しております。また、平成20年５月15日付でAntiquorum S.A.及びAntiquorum USA,Inc.について、その

保有株式全株を売却しております。

　なお、当社としては㈱ミュージックランドに対するより積極的な支援を行っていく方針であり、当社

グループの基軸事業としてより安定した事業展開を目論んでおります。

③ その他事業

〔ファイナンス事業〕

前連結会計年度までは、Artist House Investment Asia Limited及び㈱アーティストハウスイン

ベストメントにおいて、上場・未上場有価証券への投資事業を行ってまいりました。前連結会計年度

において当該２社の清算を開始しておりましたが、㈱アーティストハウスインベストメントに関し

ましては今後当社グループ内において投融資（ファイナンス）事業を担当する企業として継続する

方針とし、当該ファイナンス関連事業について積極的に展開する方針であります。
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(1) 事業系統図（平成20年５月31日現在）

株 式 会 社 ア ｜ テ ィ ス ト ハ ウ ス

ホ ｜ ル デ ィ ン グ ス

・ 持 株 会 社

コ

ン

テ

ン

ツ

㈱アーティストフィルム（100％）
㈱ジーワン（100％）
㈱Ｆｏｕ（100％）
㈱アーティストハウスエンタテインメント
（100％）  
㈱ＢＢＭＣ（100％）
㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（100％）
㈱翔年社（100％）

流

通

㈱ミュージックランド（99.7％）
㈱アンティコルムジャパン（50％）
㈱ツートップ（100％）

そ

の

他

事

業

㈱アーティストハウスインベストメント（100％）
Artist　House　Investment　Asia　Limited（100％）　

　　 (注) １．㈱ミュージックランドは、平成19年９月１日付で他の株主から株式を譲受け当社の持分比率は99.7％となり

ました。

２．㈱翔年社は平成19年12月１日付で他の株主から株式を譲受け当社の100％子会社になりました。

３．Antiquorum S.A.及びAntiquorum USA,Incは平成20年５月15日付で保有株式の全てを

Forever Most Investment Limitedに譲渡したため当社の持分法適用関連会社ではなくなっています。

４．当社グループの㈱BBMCが発行済株式総数の34％を保有しておりました㈱BBバートは、休眠会社となったため

当社の持分法適用関連会社からは除外しております。

５．C2C Time,Inc.は重要性がなくなったため当社の持分法適用関連会社からは除外しております。　
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所 資本金
(百万円)

主要な
事業の内容

議決権の
所有割合(％) 関係内容

(１)連結子会社
㈱アーティストハウス
パブリッシャーズ

東京都
千代田区

316コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱アーティストフィル
ム

東京都
千代田区

10コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱ＢＢＭＣ
東京都
千代田区

23コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱翔年社
東京都
千代田区

70コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱ジーワン
(注２)

東京都
港区

12コンテンツ事業 100.0資金援助あり

㈱Ｆｏｕ
東京都
千代田区

10コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱アーティストハウス
エンタテインメント

東京都
千代田区

10コンテンツ事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱ツートップ
東京都
千代田区

10 流通事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

㈱ミュージックランド
(注２)

東京都
渋谷区

36 流通事業 99.72役員の兼任あり

㈱アーティストハウス
インベストメント

東京都
千代田区

100 その他事業 100.0役員の兼任、資金援助あり

Artist House
Investｍent
Asia Limited

Hong Kong 
1,000
HKD

その他事業 100.0資金援助あり

(２)持分法適用関連会社
㈱アンティコルム
ジャパン

東京都
千代田区

10 流通事業 50.0役員の兼任、資金援助あり

(注) １．主要な事業の内容欄には事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年５月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

コンテンツ事業 11　(19)

流通事業 31　(37)

その他事業 －　(－)

全社（共通） ５　(－)

合計 47　(56)

(注) １．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

３．従業員数が前連結会計年度に比べて24名減少いたしましたのは、主にコンテンツ事業の整理によるものであ

ります。

　

(2) 提出会社の状況

(平成20年５月31日現在)

従業員数（名） 平均年齢(歳) 平均勤続年数（年） 平均年間給与(円)

５　(－) 44.60 1.31 5,513,418

(注) １．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

業績等の概要については、「７　財政状態及び経営成績の分析」に記載しております。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入及び生産実績

当連結会計年度における仕入及び生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

　

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

コンテンツ事業 605,713 △24.9

流通事業 2,556,621 △11.1

その他事業 787 △98.5

合計 3,163,123 △15.3

(注) １．金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　

(2) 受注状況

当社グループは受注生産を行っておりません。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

コンテンツ事業 980,340 △28.7

流通事業 3,306,417 △9.1

その他事業 － △100.0

合計 4,286,757 △16.1

(注) １．金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、当連結会計年度においても、多額の当期純損失を計上することとなりました。当該状況

を真摯に受けとめ下記施策を行ってまいります。

①Antiquorum S.A.グループとの関係解消

　当社グループにおける主要事業と位置づけておりました流通事業におけるAntiquorum S.A.グループに関しまし

ては、これまで投融資を実施してまいりました。この背景には、1974年の創業以来、同社の高額時計オークション事

業の運営ノウハウ、ブランド及び顧客資産を活用し、Antiquorum S.A.の本店所在地であるスイスを中心とするヨー

ロッパ及び米国において実績を積み重ねてきており、当社がAntiquorum S.A.を完全子会社化して経営に積極的に

関与しつつ、発展していくことが見込まれると判断した結果です。しかしながら、当初の目論見とは異なり、必要以

上の資金支援の要求が為され、今後安定成長までの期間が不透明であることから、結果として当社グループによる

同社の完全子会社化を断念し、Antiquorum S.A.グループの株式を売却することによって新たな損失の発生を防ぐ

方策を採用し、売上、利益ともに回復しなかった次第であります。

　今後は過去の失敗を繰り返さぬよう、意思決定プロセスにおいて「論理性・客観性に基づいた検討及び文書化」

を進めることでより厳格な意思決定をしてまいります。

② コンテンツ事業の整理

　当社グループの収益性の足かせとなっておりましたコンテンツ事業に関しては、前期より、大幅に整理を行ってお

り、各子会社の契約状況の確認作業や契約解除等の作業に時間を要しておりますが、平成２０年度中にはこれらの

整理も目処がついております。これまで、コンテンツ事業に関しては同種多様に細分化した事業形態に固執した結

果、業界全体が低迷している昨今グループ全体の収益に影響を及ぼす結果となってしまいました。今後はコンテン

ツ事業の撤退により当社グループ全体の縮小となるので、新たに多種多様な事業へのＭ＆Ａを積極的に実施し、当

社グループの再構築を図る意向であります

　また、今後の事業伸張の施策といたしましては、流通関連事業に関しましては、当社グループ内の主力となってお

ります㈱ミュージックランドにおいて積極的な支援体制を整え、国内販売のみならず、対象地域をアジア地域に限

定した海外フランチャイズ事業の展開を実施してゆく予定であります。

③ コストの削減

　前期より推進しておりましたコスト削減に関しましては、人員削減及び外部への依存を減らし、業務委託費用の削

減を中心に行っております。今後も引続き固定費用の見直しを行いコストの削減を行う意向であります。

④　有利子負債の圧縮

　当社グループにおける営業キャッシュ・フローの改善のため、事業の黒字化及び資産売却等による借入金の返済

等による有利子負債の圧縮を行っていく方針であります。
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４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 子会社に関するリスク

当社グループは、様々な事業分野で事業活動を展開しており、子会社を含めたグループとしてコンプラ

イアンスをはじめとする目的達成のために適切な内部統制システムを構築し、運用すべく努力を続けて

おりますが、子会社の内部統制が不十分なことに起因して、決算の集計作業が遅れることや監査時間が大

幅にかかることから、決算数値の確定が遅れることや変更が生じる可能性があります。

(2) Ｍ＆Ａに関するリスク

当社グループでは、業容の拡大を図る手段としてＭ＆Ａを経営の重要課題として位置付けています。

Ｍ＆Ａを行う際は、国内外を問わず、その対象企業の財務内容や契約関係について綿密なデューデリジェ

ンスを行うことにより、買収によるリスクを極力回避することが必要と理解しております。しかし、買収

先企業が価値算定時に期待した利益を計上出来ない場合やＭ＆Ａ時に検出できなかった偶発債務や未認

識債務等が顕在化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3)事業別セグメントの売上高に関するリスク

当社グループはこれまでエンターテイメントを中心に多岐にわたる事業展開を行っており、現状、事業

の見直しと組織再編にあたって企業群の構成も変化しております。今後におきましても当社グループの

事業展開によって、セグメント及びセグメントの比率が変動することが予想されます。

(4)経営成績に関するリスク

最近３年間の経営成績を記載すると以下のようになります。

(単位：千円、％)

単　　　体 連　　　結

平成18年
５月期

平成19年
５月期

平成20年
５月期

平成18年
５月期

平成19年
５月期

平成20年
５月期

売上高 228,010313,743 81,2357,754,3845,111,9884,286,757

売上総利益又は
売上総損失(△)

△123,489△147,423 80,9592,054,516595,8291,064,456

(売上総利益率) (△54.2)(△47.0) (99.6) (26.5) (11.7) (24.8)

経常損失 508,649579,645633,594534,7221,722,2751,643,129

(経常利益率) (△223.1)(△184.8)（△779.9） (△6.9) (△33.7)(△38.3)

当期純損失 8,051,2176,912,2821,068,3059,496,9276,067,4172,235,250

(当期純利益率) (△3,531.1)(△2,203.2)(△1,315.0)(△122.5)(△118.7)(△52.1)

当社グループでは前連結会計年度を「選択と集中」の年と位置付け、コンテンツ事業の大幅な整理及

び流通事業へのシフトを機関決定し、当連結会計年度において契約上やむをえないものを除いて新規リ

リースを打ち切るとともに、営業赤字となっていたコンテンツ事業の縮小を行い、人員整理等のリストラ

を進めて、ほぼ整理につきましては目処が立ちました。

　また、流通事業に区分されるコンテンツ２次流通業務からも撤退するとともに、多額の資産評価損を計

上した持分法適用関連会社であるAntiquorum S.A.グループにつきまして、平成20年５月15日付で

Antiquorum S.A.及びAntiquorum USA,Inc.の保有株式全株を売却し、経営資源の国内集中により、より高
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効率な投融資事業の達成を目指すこととしました。

　このような経営資源の効率的な活用を目指した赤字事業の整理・撤退を行ったものの、当連結会計年度

の業績は、売上高4,286百万円（前年同期比16.1％減）、営業損失666百万円（前年同期は1,698百万円の

損失）、経常損失1,643百万円（前年同期は1,722百万円の損失）、当期純損失は2,235百万円（前年同期

は6,067百万円の損失）となりました。

(5)キャッシュ・フローに関するリスク

最近３年間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。　

(単位：千円)

連　　　　結

平成18年5月期 平成19年５月期 平成20年５月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,559,448△1,228,766 △579,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,618,678△1,145,889 △167,462

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,678,929 1,136,731 602,759

現金及び現金同等物の期末残高 2,123,388 885,463 741,673

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業上の損失計上

により営業キャッシュ・フローはマイナスとなり、投資有価証券の売却による収入があったものの、持分

法適用関連会社に対する貸付の実行により投資キャッシュ・フローもマイナスとなりました。一方、株式

の発行による収入及び短期借入金による収入により財務キャッシュ・フローが増加したものの、前連結

会計年度末より143百万円減少し741百万円となりました。

(6)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況に関するリスク

当社グループは、当連結会計年度に666,324千円の営業損失、2,235,250千円の当期純損失を計上してお

ります。また、前連結会計年度に1,698,337千円の営業損失、6,067,417千円の当期純損失を計上しており、

継続的に損失を計上しております。さらに、当連結会計年度に579,086千円と重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上することとなりました。

　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの主要因は、赤字事業となっているコンテ

ンツ事業からの撤退が中途であること、及び当社グループにおける主要事業と位置付けております流通

事業におけるAntiquorum S.A.グループへの投融資を実施したにもかかわらず、同社の経営状況が改善せ

ずに結果として当社グループによる同社完全子会社化を断念したため、売上、利益共に回復しなかったこ

とにあります。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせるものであります。

　前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事業からの撤退方針に基づき、当連結会計年度にコ

ンテンツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行っており、平成20年度中にはその整理の目

処がついており、当該事業からのマイナスの影響は大幅に減少することを見込んでおります。

今後の事業伸長の施策といたしましては、流通関連事業においては当社グループ内の主力となっており

ます連結子会社㈱ミュージックランドにおいて対象地域をアジア地域に限定した海外フランチャイズ事

業の展開を実施することにより、その成長と安定化を図ってまいります。

　また、その他の事業として行っておりましたファイナンス事業については前経営陣により閉鎖を検討し

ておりましたが、当該事業につきましては、その投資対象を①規模として３千万～２億円といった中小の

規模に限定し、②回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③今年から来年にかけては買い場

と言われる国内不動産に対する投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来からの上場、未上場有価

証券への投資、及び上場、未上場企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、従前より大幅に
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リスクを軽減した投資に限定して継続・展開することといたしました。

　さらに子会社所有の不動産の売却などにより借入金返済を行い、有利子負債の大幅な圧縮により財務体

質の改善を図り、営業キャッシュ・フローの大きな改善につなげるものであります。

　上記施策のために必要となる現金の創出については、当社グループにて保有する資産の売却及び増資等

による資金調達を中心に行っていく方針であり、特に資産売却については当社グループ内の所有不動産

の売却、事業会社の売却も具体化に向けた協議に入っており、増資につきましても、新株予約権の行使を

含め、引き受け予定先と協議に入る予定となっております。

　こうした施策の計画的な実施により、当社グループはその収益基盤の改善及び安定した財務体質の構築

を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。

　なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結計算

書類には反映しておりません。

(7)資金調達に関するリスク

当社グループは営業活動に必要な資金の調達を、第三者割当増資や社債、新株予約権等の直接金融と、

金融機関からの借り入れによる間接金融にて行っておりますが、株式市況の変動や金利上昇により、当社

グループの資金調達動向や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)配当に関するリスク

当社は、平成12年２月の設立以降、将来の事業拡大と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保す

るため、現在まで配当は実施しておりません。利益の状況や事業展開等を総合的に判断しながら配当によ

る利益還元を行いたいと考えておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につ

いては未定であります。

(9)社歴並びにグループ各事業の業暦が浅いことに関するリスク

当社グループは設立からの社歴が浅いため、期間ごとの業績を比較するのに必要な財務数値等のデー

タを十分に得られず、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績見通しを推察するのに十分

とはいえない事が考えられます。特に、新たに連結対象子会社となった会社は、今後の見通しを推察する

のが難しい状況であります。

 また、現状、当社グループは事業あるいは子会社の整理・統合を推し進めており、今後その事業環境が大

きく変化した場合、当社グループの経営方針及び事業計画等の変更を余儀なくされる可能性があり、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

(10)潜在株式数に関するリスク

当社は、機動的な資金調達を図ることを目的に、第３回転換社債型新株予約権付社債及び第５回、第12

回、第14回、第15回新株予約権を発行しております。

　当連結会計年度末現在においてこれら新株予約権の目的たる株式の総数は、当連結会計年度末における

行使価格を参考に算出いたしますと562,955株であり、当該株式数は発行済株式総数の62.6%に相当いた

します。従って、これらの新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。
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(11) 人材確保に関するリスク

優秀な人材を確保することが、当社グループの各事業を成長軌道に乗せるために必要であり、当社グ

ループ経営の重要な課題と認識しております。当社では人材確保の対策として、また、経営への参画意識

・士気向上のためにストックオプション制度等の当社グループの業績と連動するインセンティブプラン

を実施し、人材の確保及び社員のモチベーション向上に努めてまいりますが、当社グループの求める人材

が十分に確保できない場合において、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(12) 内部管理体制に関するリスク

当社グループは、平成20年５月31日現在、従業員数は47名と組織が小さく、事業規模の拡大にともない

現在の内部管理体制では対処できなくなる可能性があります。当社グループではこのような事態に対処

すべく、今後、内部管理体制の拡充を図ってまいります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の設備投資の増加と雇用環境の改善が持続され、緩やかな

景気の回復基調を維持しておりましたが、その一方で原油価格をはじめとした原材料価格の高騰や米国

におけるサブプライムローン問題に起因する住宅投資の低下や国際金融市場の混乱等により、景気の先

行きに対する不透明感が拡大してまいりました。

 このような経済環境のもと、当社グループは平成19年５月期をもって不採算事業となっておりましたコ

ンテンツ事業から撤退し、当社グループ内において売上高、利益ともに主要な事業となっております流通

事業に経営資源を集中させる方針のもと、海外の持分法適用関連会社であったAntiquorum S.A.グループ

に対する投融資及び経営面での積極的な支援を推し進めてまいりました。

　結果としてコンテンツ事業の整理はほぼ目処がつき、平成20年度には完了の見通しが立ちましたが、

Antiquorum S.A.グループに関しては上記の方針に沿って資金支援の一環としてデッドエクイティース

ワップによる増資、貸付金の一部債権放棄、追加事業資金の貸付を行ってまいりましたが、平成20年４月

の臨時株主総会にて選出された現経営陣により、再度同社の経営状況及び今後の見通しにつき精査し、か

つ同社からの更なる投融資の要請に関しても検討した結果、同社グループに対する投融資につき根本的

な見直しを行うこととなり、当社が保有する同社株式の売却を行い、同社を当社の持分法適用関連会社か

ら除外することといたしました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,286百万円（前年同期比△16.1％減）、営業損失666百万円

（前年同期は1,698百万円の損失）、経常損失1,643百万円（前年同期は1,722百万円の損失）、当期純損

失は2,235百万円（前年同期は6,067百万円の損失）となりました。

①　売上高

当連結会計年度の売上高は4,286百万円と前連結会計年度と比べ16.1%の減少となりました。これは、

コンテンツ事業の大幅な整理を行ったこと、及び流通事業に区分されるコンテンツ２次流通業務から

撤退したことにより減収となったものであります。
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②　売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度の売上原価は前連結会計年度から27.5％減少し3,278百万円となりました。また、販

売費及び一般管理費は前連結会計年度の2,294百万円から24.6％減少し、1,730百万円となりました。

　売上原価の主要なものは、㈱ミュージックランドにおける楽器の仕入れであり、また販売費及び一般

管理費の主要なものは、人件費、専門家報酬及び業務委託費などの外部への支払によるものでありま

す。

③　営業利益及び経常利益

当連結会計年度の営業利益は、上記の結果、前連結会計年度の1,698百万円の営業損失から、666百万

円の営業損失となり、赤字幅は縮小しております。

また、経常損失においても、前連結会計年度の1,722百万円から当連結会計年度では1,643百万円へと

赤字幅は縮小しております。

④　当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、前期の6,067百万円の当期純損失から2,235百万円の当期純損失へ

と赤字幅が減少しておりますが、４期連続の大幅な損失の計上であり、不採算事業の大幅な整理を行っ

たものの、未だ収益改善の途上であると認識しております。

　なお、当連結会計年度における当期純損失は、主にAntiquorum S.A.グループ等にかかわる持分法投資

損失1,029百万円及び同グループに対する貸付金等にかかわる貸倒引当金繰入額410百万円によるもの

であります。

また、事業の種類別セグメントごとの状況は、次のとおりであります。

①　コンテンツ事業

当事業では、映像、音楽及び出版事業を行ってまいりましたが、リクープ（出資額までの回収）が果

たせない作品が恒常的に発生しており、平成19年８月をもって、コンテンツ事業の大幅な整理を行って

おります。

　この結果、当連結会計年度において、売上高980百万円（前年同期比28.7％減）、営業損失54百万円

（前年同期は738百万円の損失）となりました。

　平成20年度において当該整理はほぼ完了する目処が立っております。

②　流通事業

当事業では、㈱ミュージックランドが店舗での楽器の小売を、Antiquorum S.A.他では高額時計の

オークション事業を行っておりましたが、流通事業に区分されるコンテンツ２次流通業務からは撤退

しております。また、平成20年５月15日付でAntiquorum S.A.及びAntiquorum USA,Incについて、その保

有株式全株を売却しております。

　この結果、当連結会計年度において売上高3,306百万円（前年同期比9.1％減）、営業利益86百万円

（前年同期は68百万円の損失）となりました（AntiquorumS.A.他は持分法適用関連会社であるため、

上記金額には含まれておりません）。

　なお、当社としては㈱ミュージックランドに対するより積極的な支援を行っていく方針であり、当社

グループの基軸事業としてより安定した事業展開を目論んでおります。

③　その他事業

〔ファイナンス事業〕

前連結会計年度までは、Artist House Investment Asia Limited及び㈱アーティストハウスインベ

ストメントにおいて、上場・未上場有価証券への投資事業を行ってまいりました。前連結会計年度にお

いて当該２社の清算を開始しておりました。

　この結果、当連結会計年度において売上高は計上されず（前年同期比100.0%減）、営業損失16百万円
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（前年同期は63百万円の損失）となりました。

　上記のとおりの内容でありましたが、㈱アーティストハウスインベストメントに関しましては今後当

社グループ内において投融資（ファイナンス）事業を担当する企業として継続する方針とし、当該

ファイナンス関連事業について積極的に展開する方針であります。

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループを取り巻く事業環境は需要予測が非常に難しく、また変化も激しいものとなっておりま

す。そのような厳しい事業環境に適応していくためには、これまで固執していたコンテンツ事業からの撤

退や大幅な経営方針の転換が必要不可欠と考え、早期に新たに利益を生み出す事業分野を見出し、経営方

針の抜本的な見直しを行うことにより、グループとして事業分野の選択と集中を常に行っていくことが

重要であると認識しております。

中長期的なグループ企業価値の増大を最大目標とし、不採算事業の整理やグループ企業の統廃合を実

施したり、新規分野進出のための投資を行った場合には、一時的に経営成績に重要な影響を与える可能性

があります。

(3) 戦略的現状と見通し

当社グループは、当連結会計年度においても、多額の当期純損失を計上することとなりました。これは

収益改善の方策として不採算事業の大幅な整理や同種多様な事業形態の見直しや、グループ会社として

のあり方を見つめ直す必要があり、未だその途上にあるものと認識しておりますが、すでにコンテンツ事

業からの撤退に関わる作業はほぼ完了し、昨年度まで当社グループにおいてマイナスの影響を与えてい

た要因はほぼ払拭されております。加えて資金計画において大きな負担となっていたAntiquorum S.A.グ

ループにつきましても当該グループの株式の売却を行い、当該グループとの関係も解消しております。

よって収益改善のための方策は確実に進めております。また引き続き当社グループ収益性を改善する

ために経営資源を㈱ミュージックランドを中心とした流通事業へ投下し、より安定した事業基盤の確立

と投資利回りの面で有望な新規事業への投資を積極的に行っていくことで当社グループの事業基盤の根

本的な改善を図っていく方針であります。

特に投資においては当社グループの特徴を活かした投資手法として㈱ミュージックランドの営業イン

フラを活用した中古や限定モデルの楽器に対する投資を㈱ミュージックランドと連動して行っており、

高収益投資として今期以降、積極的に展開していく方針であり、また同社の海外におけるフランチャイズ

展開を当社が窓口となってサポートしていくことでのグループ全体の収益性の底上げも計画しておりま

す。

またファイナンス事業は当社の持つネットワークを活用し、リスク分散・短中期中心の投資案件を対

象に展開する計画であります。特に流通関連事業への投資と今年度は買い場と言われる不動産について

は収益性重視の案件を中心に投資していく方針であります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性について

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業上の損失計上

により営業キャッシュ・フローはマイナスとなり、投資有価証券の売却による収入があったものの、持分

法適用関連会社に対する貸付の実行により投資キャッシュ・フローもマイナスとなりました。一方、株式

の発行による収入及び短期借入金による収入により財務キャッシュ・フローが増加したものの、前連結

会計年度末より143百万円減少し741百万円となりました。

　また、当連結会計年度中の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、579百万円（前年同期は1,228百万円の使

用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上2,169百万円及び仕入債務の減少183百
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万円等の発生によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、167百万円（前年同期は1,145百万円の使

用）となりました。これは主に、投資有価証券の売却389百万円による収入があったものの、貸付の実行

497百万円による支出等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、602百万円（前年同期は1,136百万円の増

加）となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の転換及び第三者割当増資により830百万

円並びに短期借入により765百万円の調達を行ったものの、短期借入金290百万円及び長期借入金181百

万円の返済並びに社債の償還475百万円などを行ったためであります。

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは、営利法人であることから、利益を追求することを事業目標の１つと考えております

が、直近４期間につきしては大幅な純損失を継続して計上しております。そのうち当連結会計年度におけ

る主要因は、赤字事業となっているコンテンツ事業の整理統合が中途であること、及び当社グループにお

ける主要事業と位置づけておりました流通事業におけるAntiquorum S.A.グループへの投融資を実施し

たにもかかわらず、同社の経営状況が改善されず、結果として当社グループによる同社の完全子会社化を

断念したため、売上、利益ともに回復しなかったことにあります。この主たる要因は意志決定までの時間

と、意志決定から実施までの時間が共に必要以上の時間を要した事にあると判断しており、それはすべて

の面で情報不足、情報分析の不正確さが要因であるとも判断しております。

　よって今後計画する収益改善のための方策は正確な情報収集と的確な意志決定、そして速やかな実施遂

行が最も重要と考えております。そのために取締役及びプロジェクト担当者間の情報の共有化を徹底し、

常に情報や問題に関する認識の共有化を図る事が当社グループのいわゆる損失体質から可及的速やかな

脱却に最も必要な事であり、課題であると考えております。

　このような問題認識の下に当社グループの状況を打破するための方策及び見込みは下記のとおりであ

ります。

　まず、不採算事業の整理につきましては、前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事業から

の撤退方針に基づき、当連結会計年度にコンテンツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を

行っており、平成20年度中にはその整理の目処もついており、当該事業からのマイナスの影響は大幅に減

少することを見込んでおります。但し、コンテンツ事業の撤退により当社グループ全体の縮小となり、今

後は多種多様な事業へのＭ＆Ａを積極的に実施し、当社グループの再構築を図る意向であります。この

Ｍ＆Ａに関しても企業情報、市場調査、対象企業・業種等、今後の見通しに関するレポートなどの情報を

精査し、リスク軽減、収益性重視の案件を対象に行なえる体制も社内、社外共に整えていく方針です。

　一方、今後の事業伸張の施策といたしましては、流通関連事業においては当社グループ内の主力となっ

ております㈱ミュージックランドにおいては積極的な支援体制を整え、国内販売のみならず、対象地域を

アジア地域に限定した海外フランチャイズ事業の展開を実施し、「ミュージックランド・ＫＥＹ」ブラ

ンドを確立することにより、その成長と安定性を図り、グループ企業としての関係強化を図ってまいりま

す。

　さらに、その他の事業として行っておりましたファイナンス事業については前経営陣により閉鎖を検討

しておりました㈱アーティストハウスインベストメントに関して、過去の事業形態にとらわれず、多種多

様な事業へも積極的に投融資を実行してゆくことに決定致しました。

　当該事業につきましては、その投資対象を①規模として３千万円～２億円といった中小の規模に限定

し、②回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③今年から来年にかけては買い場と言われる
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国内不動産に対する投資案件も積極的に開拓して投資対象とし、④従来からの上場、未上場有価証券への

投資、及び上場、未上場企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、従前より大幅にリスクを

軽減した投資に限定して継続・展開することといたしました。

　また、事業面だけでなく、管理面の機能も持株会社である当社を中心としてグループ全体として強化す

べきものであると認識しております。特に、金融商品取引法により平成20年から求められるいわゆる日本

版SOX法への対応、つまり「内部統制制度の確立」は急務のものであると考えており、当社において内部

統制委員会を設置しており、内部統制の強化を図っております。この「内部統制制度の確立」の目的は、

「コンプライアンス確保」、「適正な決算開示」、「経営の有効性及び効率性」、及び「資産の保全」と

されておりますが、特にこれまで当社グループにおける赤字の主要因となっておりましたコンテンツ及

び株式への投資での多額の損失計上、また、貸付金に関する多額の貸倒引当金計上に見られるような、

「資産の保全の失敗」を繰り返さないように、意思決定プロセスにおいて「論理性・客観性に基づいた

検討及び文書化」を進めることでより厳格な意思決定をしてまいります。また、単純に管理面を強化する

だけでなく、経営上の「有効性」「効率性」「合理性」を追求することも重要なことであると認識して

おり、持株会社としてグループ各社への営業企画・指導・管理をしていくとともに、コスト削減面でも、

持株会社では「機能的かつ小さな組織」を追求することでこれを進め、より勤勉で、かつ、堅実な経営を

心がけてまいる所存であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

(1) 提出会社

本社移転に伴い、本社設備の43,152千円を除却処理しております。

　

(2) 子会社

当社連結子会社㈱ジーワン（コンテンツ事業）におきまして、本社移転に伴い17,417千円の設備除却

及び51,092千円の設備新設を行っております。

　

２ 【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社
(平成20年５月31日現在)

事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人)

建物 車両運搬具 工具器具備品
ソフト

ウェア
合計

本社

(東京都千代田区)
全社

統括業務

設備
2,236 13,292 1,819 2,712 20,061

５

(－)

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。
２．本社建物は賃借物件であり、床面積は251.5㎡、年間賃借料は18,980千円であります。
３．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　

(2) 連結子会社
(平成20年５月31日現在)

会社名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人)

建物
車輌

運搬具

工具器具

備品
土地 合計

㈱ミュージックランド

(東京都渋谷区)
流通事業 店舗 124,072 － 6691,464,8271,589,569

28

(37)

㈱ジーワン

(東京都港区)

コンテンツ

事業
本社 13,564 2,415 37,003 － 52,982

11

(19)

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。
２．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

会社名

事業所名
所在地

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達

方法

着手及び完了予定
完成後の

増加能力
総額

（千円）

既支払額

（千円）
着手 完了

本社
東京都

港区
全社

統括業務

設備
15,000 － 自己資金

平成20年

８月

平成20年

10月

本社移転に伴う
ものであるため
増加能力はござ
いません。

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 重要な設備の除却等

会社名
事業所名

（所在地）

事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容

帳簿価額

（千円）

除却等の

予定年月

除却等による

減少能力

本社
東京都

千代田区
全社 統括業務設備 2,472平成20年10月

本社移転に伴う

ものであるため

減少能力はござ

いません。

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,400,000

計 1,400,000

（注）平成20年８月28日開催の第９回定時株主総会において、定款変更の決議を行い、発行可能株式総数は2,800,000株

に拡大しております。

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 899,027 899,027
東京証券取引所
（マザーズ）

―

計 899,027 899,027 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日から当該有価証券報告書提出までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　第５回新株予約権　平成16年２月17日　臨時株主総会決議

　 事業年度末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） １ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） ４ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 85,948 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年３月９日
至　平成21年３月８日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　85,948円
資本組入額　42,974円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４． 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

(注) １．旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年２月17日臨時株主総会で、新株予約権を

付与する方式により、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を付与することを決議してお

ります。

２．当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、目的たる株式の数は分割又は併合の比率に応じ、次の算式によ

り調整されるものとしております。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとしております。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使並びに商法等の一部を改正

する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法第280条ノ19第１項に基づく新株引受権の行使及び新株引受

権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く。）を行うときは、次の算式により１株当たり払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
　　上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、また「１株当たりの

払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、それぞれ読み替えるものとしております。また、発行日以降、当社

が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、１株当たりの払込金額は当該株式の分割又は併合の比率に

応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

　　さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、

合理的な範囲で払込金額を調整するものとしております。

４．主な新株予約権の行使条件について

①新株予約権は全部又は一部につき、行使することができる。

②新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地

位にあることを条件とする。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の取締役会が正当な理由がある

と認めた場合はこの限りではない。

③新株予約権の割当を受けた者の相続人による行使はできないものとする。

④新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分を認めない。

⑤その他の条件については、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員との間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるところとする。

５．平成17年９月30日付で、当社株式１株を４株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株
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式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　

②　第12回新株予約権　平成18年１月30日　取締役会決議

　 事業年度末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 389 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 389 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 249,422 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　249,422円
資本組入額　124,711円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４． 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

(注) １．商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年８月26日定時株主総会で、当社及び当社子会

社の取締役及び従業員並びに第三者に対して新株予約権を付与することを決議しております。

２．当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、目的たる株式の数は分割または併合の比率に応じ、次の算式

により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使してい

ない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとしております。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）、払込金額は次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
４．主な新株予約権の行使条件について

①新株予約権は全部又は一部につき、行使することができる。

②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の

地位にあることを条件とする。ただし、任期満了による退任、定年退職又は当社の取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合はこの限りではない。

③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使はできないものとする。

　

EDINET提出書類

株式会社アーティストハウスホールディングス(E00742)

有価証券報告書

 24/114



③　第14回新株予約権　平成20年３月31日　取締役会決議

　 事業年度末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 3,340 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）  434,200 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,521 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月16日
至　平成23年４月８日

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　1,521円
資本組入額　　761円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）５． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

　

(注) １．会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年３月31日開催の取締役会で、新株予約権を付与

する方式により、スマイル３号投資事業有限責任組合に新株予約権を付与することを決議しております。

２．新株予約権の発行価額は１個あたり1,000円であります。

３．本新株予約権１個の目的となる株式の数（以下「割当株式数」という）は130株とする。ただし、本新株予約

権の行使価額が調整される場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。なお、調整の結

果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）及び株式分割により普通株式を発行する場

合等により、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

５．本新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできないものとする。
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④　第15回新株予約権　平成20年３月31日　取締役会決議

事業年度末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 900 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 117,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,521 同左

新株予約権の行使期間 （注）５． 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　1,521円
資本組入額　　761円

同左

新株予約権の行使の条件 （注）６． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

(注) １．会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年３月31日開催の取締役会で、新株予約権を付与

する方式により、スマイル３号投資事業有限責任組合に新株予約権を付与することを決議しております。

２．新株予約権の発行価額は１個あたり1,000円であります。

３．本新株予約権１個の目的となる株式の数（以下「割当株式数」という）は130株とする。ただし、本新株予約

権の行使価額が調整される場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。なお、調整の結

果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４．当社が、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分が行われる場合（新株予約権の行使により新

株式を発行する場合並びに新株引受権の行使による場合を除く）及び株式分割により普通株式を発行する場

合等により、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

５．本新株予約権の行使期間

平成20年４月16日（ただし、当該日において、残存するアーティストハウスホールディングス第５回無担保転

換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社

債」という）の全てが転換されたと仮定した場合における転換株式総数に、残存するアーティストハウス

ホールディングス第14回新株予約権（以下「第14回新株予約権」という）の全てが行使されたと仮定した場

合における割当株式総数を加算した合計数に本新株予約権の全てを行使したと仮定した場合における割当株

式総数を加算した株式数が当社の授権株式数の残存株式数を超過している場合には当該超過が解消された日

の翌日）から平成23年４月８日までとする。

６．本新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の一部行使はできないものとする。

②当社の株主総会において、当社発行可能株式総数について発行日の２倍に増加する定款変更が承認され、その

効力が適法かつ有効に発生するか、又はアーティストハウスホールディングス第５回無担保転換社債型新株

予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」という）

又は第14回新株予約権の全部又は一部が償還されて、当社の授権株式数の残存株式数が残存する本新株予約

権付社債の全てが転換されたと仮定した場合における転換株式総数に残存する第14回新株予約権の全てが行

使されたと仮定した場合における割当株式総数を加算した合計数に本新株予約権の全てを行使したと仮定し

た場合における割当株式総数を加算した株式数を超過している場合でない限り、行使することができない。
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⑤　第３回新株予約権付社債　平成18年８月１日　取締役会決議

事業年度末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） １ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 11,362　(注)２． 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 8,801.2　(注)３． 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年８月19日
至　平成21年８月３日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　8,801.2円
資本組入額　4,400.6円

(注)４．
同左

新株予約権の行使の条件 (注)５． 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６． 同左

代用払込みに関する事項 (注)７． 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －

新株予約権付社債の残高（円） 100,000,000 同左

(注) １．会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年８月１日開催の取締役会で、新株予約権付社債

を発行する方式により、㈱クロニクルに対して新株予約権を付与することを決議しております。

２．本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額で除して得られる最大整数とす

る。

３．(1) 転換価額は、当初28,200円とする。

(2) 転換価額の調整

当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能

性がある場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たり発行・処分価額

１株当たり時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるとこ

ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合

は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金

の額を減じた額とする。

５．各新株予約権の一部行使はできない。

６．本社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡

することはできない。

７．本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はそ

の払込金額と同額とする。なお、交付株式数に転換価額を乗じた額が本社債の払込金額を下回る場合には、発

行会社は、その差額分を精算金として、本新株予約権付社債の社債権者に対して直ちに交付する。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はございません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成15年８月８日
（注）１．

1,500 8,416 121,125693,750210,075605,934

平成16年３月27日
（注）２．

－ 8,416 － 693,750△433,394172,540

平成15年６月１日～
平成16年５月31日
（注）３．

49 8,465 1,300 695,050 1,300 173,840

平成16年６月26日
（注）４．

435 8,900 50,242 745,292 50,242 224,082

平成16年10月28日
（注）５．

6,605 15,505 997,3551,742,647997,3551,221,437

平成17年５月17日
（注）６．

5,525 21,030 795,6002,538,247795,6002,017,037

平成16年６月１日～
平成17年５月31日
（注）７．

520 21,550 52,0002,590,24752,0002,069,037

平成17年６月１日
（注）８．

760 22,310 － 2,590,24724,8422,093,880

平成17年８月26日
（注）９．

－ 22,310 － 2,590,247△2,069,03724,842

平成17年９月30日
（注）10．

67,281 89,591 － 2,590,247 － 24,842

平成17年10月13日
（注）11．

10,000 99,5911,750,0004,340,2471,750,0001,774,842

平成17年11月15日
（注）12．

3,840 103,431 － 4,340,247177,6621,952,505

平成17年12月１日
（注）13．

2,400 105,831 － 4,340,24718,1851,970,690

平成18年３月10日
（注）14．

－ 105,831△916,8703,423,376 － 1,970,690

平成17年６月１日～
平成18年５月31日
（注）15．

32,849.63138,680.633,287,4096,710,7863,287,4095,258,100

平成18年８月16日
（注）16．

60,282198,962.63849,9767,560,762849,9766,108,076

平成18年10月２日
（注）17．

－ 198,962.63△2,793,1164,767,645△5,258,100849,976

平成18年６月１日～
平成19年５月31日
（注）18．

153,281352,243.63962,4805,730,125962,4801,812,456

平成19年11月２日
（注）19．

－ 352,243.63△2,128,0453,602,080△1,812,456 0

平成20年４月15日
（注）20．

263,000615,243.63200,1433,802,223199,880199,880

平成20年４月16日
（注）21．

262,984878,227.63200,1304,002,354199,869399,749

平成20年４月21日
（注）22．

14,300892,527.6310,9374,013,29210,923 410,672

平成20年４月25日
（注）22．

6,500899,027.634,9714,018,2634,965 415,637
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(注) １．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　　　発行価格　　　220,800円

　　　資本組入額　　 80,750円

　　　払込金総額　331,200千円

２．平成16年２月17日開催の臨時株主総会において、資本準備金を443百万円減少し、欠損填補することを決議し

ております。

３．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

４．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　231,000円

　　　資本組入額　　115,500円

　　　割当先は㈱デジタルアドベンチャーであります。

５．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　302,000円

　　　資本組入額　　151,000円

　　　主な割当先はプライベートエクイティジャパン㈱、㈱トライ・ファイブ、他８社であります。

６．有償第三者割当増資

　　　発行価格　　　288,000円

　　　資本組入額　　144,000円

　　　主な割当先はアーティストハウス1号投資事業組合、プライベートエクイティジャパン㈱、他５社であります。

７．新株予約権の行使による増加であります。

８．平成17年６月１日に㈱ツートップを完全子会社とする株式交換を行い、㈱ツートップの株式１株に対し当社

株式3.8株を割当交付し、新株式760株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

９．平成17年８月26日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,069百万円減少し、欠損填補することを決議

しております。

10．株式分割（１：４）によるものであります。

11．平成17年10月13日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式総数が10,000株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ1,750百万円増加しております。

　　　発行価格　　　350,000円

　　　資本組入額　　175,000円

　　　割当先はMarvelous Group Limitedであります。

12．株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。

　　平成17年10月17日に㈱ジーワンを完全子会社とする株式交換を行い、㈱ジーワンの株式１株に対し当社株式16

株を割当交付し、新株式3,840株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

13．株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。

　　平成17年11月８日に㈱Ｆｏｕを完全子会社とする株式交換を行い、㈱Ｆｏｕの株式１株に対し当社株式12株を

割当交付し、新株式2,400株を発行しております。なお、資本金の増加はありません。

14．平成18年２月８日開催の臨時株主総会において、資本金を916百万円減少し、欠損填補することを決議してお

ります。

15．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

16．平成18年８月16日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式総数が60,282株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ849百万円増加しております。

　　　発行価格　　　28,200円

　　　資本組入額　　14,100円

　　　主な割当先は㈱クロニクル、㈲ウィローバレー、他３社であります。

17．平成18年８月30日開催の第７回定時株主総会において、資本金2,793百万円及び資本準備金5,258百万円を減

少し、欠損填補することを決議しております。

18．新株予約権の行使による増加であります。

19．平成19年９月27日開催の第８回定時株主総会の継続会において、資本金2,128百万円及び資本準備金1,812百

万円を減少し、欠損填補することを決議しております。

20．平成20年４月15日付で有償第三者割当増資を行い、発行済株式が263,000株、資本金が200百万円、資本準備金

が199百万円増加しております。

　　　発行価格　　　1,521円

　　　資本組入額　　　761円

　　　割当先はスマイル１号投資事業有限責任組合であります。

21．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。

22．新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【所有者別状況】

平成20年５月31日現在

区分

株式の状況

端株の状況政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ － 12 70 22 10 12,22412,338―

所有株式数
(株)

－ － 3,815516,56814,962 93 363,585899,0234.63

所有株式数
の割合(％)

－ － 0.43 57.461.66 0.01 40.44 100.0―

(注)　自己株式7.63株は、上記「個人その他」の欄に7株、「端株の状況」の欄に0.63株含まれております。

上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式47,742株が含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成20年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する所有株式数
の割合(％)

スマイル１号投資事業有限責任組合
無限責任組合員㈱スマイルメーカー
代表取締役　芳田　学

東京都渋谷区神宮前2-5-8カーデ青山３階228,300.00 25.39

㈱クオンツ
代表取締役　中野　治　

東京都千代田区紀尾井町４-13　 120,481.00 13.40

スマイル２号投資事業有限責任組合
無限責任組合員㈱スマイルメーカー
代表取締役　芳田　学

東京都渋谷区神宮前2-5-8カーデ青山３階103,399.00 11.50

田中　琢 東京都新宿区 71,400.00 7.94

土橋　正彦 東京都中央区 32,623.00 3.62

NOMURA INTERNATIONAL PLC
 A/C JAPAN FLOW
（常任代理人　野村證券）

NOMURA HOUSE 1 ST. MARTINS LE GRAND
LONDON EC1A 4NP U.K.
（東京都中央区日本橋１丁目９番１号）　

7,804.00 0.86

瀬川　重雄 東京都世田谷区 6,964.00 0.77

加藤  敬三 愛知県瀬戸市 6,612.00 0.73

辻　亘亮 大阪府豊中市 6,600.00 0.73

スマイル３号投資事業有限責任組合
無限責任組合員㈱スマイルメーカー
代表取締役　芳田　学

東京都渋谷区神宮前2-5-8カーデ青山３階6,500.00 0.72

計 ― 590,683.00 65.70

（注）１．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が47,742株あります。

 ２．前事業年度末現在主要株主でなかったスマイル１号投資事業有限責任組合、スマイル２号投資事業有限責任

組合は当事業年度末では主要株主となっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ７ ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 899,016 899,016 ―

端株 普通株式　　4.63 ― ―

発行済株式総数 899,027.63 ― ―

総株主の議決権 ― 899,016 ―

(注)　上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、47,742株（議決権の数が47,742個）

含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

㈱アーティストハウス
ホールディングス

東京都千代田区麹町
四丁目２番４号

７ ― ７ 0.00

計 ― ７ ― ７ 0.00
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当制度の内容は、以下の通りであります。

①　第５回ストックオプション

（平成16年２月17日臨時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年２月17日臨時株主総会終結の時に在

任する当社及び子会社取締役及び同日現在在籍する当社及び子会社使用人で参与の資格を有する者に

対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年２月17日臨時株主総会におい

て特別決議されたものであります。

　
決議年月日 平成16年２月17日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　２名
当社使用人で参与の資格を有する者　　３名
子会社使用人で参与の資格を有する者　７名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
当社取締役に対し380株、子会社取締役に対し28株、当社使用人に対し124
株、子会社使用人に対し68株、合計600株

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

－

(注) １．平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割しております。これにより、株式の数が調整されておりま

す。

２．上記決議後に生じた権利行使並びに退職に伴う失効により、当事業年度末における付与対象者は、子会社使用

人１名、目的となる株式の数は４株となっております。
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②　第12回ストックオプション

（平成17年８月26日定例株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年８月26日第６回定時株主総会終結の

時に在任する当社及び子会社取締役及び同日現在在籍する当社及び子会社使用人で参与の資格を有す

る者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年８月26日第６回定時株

主総会において特別決議されたものであります。

　
決議年月日 平成17年８月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　11名
当社使用人で参与の資格を有する者　　８名
子会社使用人で参与の資格を有する者　32名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
当社取締役に対し2,515株、子会社取締役に対し477株、当社使用人に対し
400株、子会社使用人に対し938株、合計4,330株

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

－

(注) １．上記決議後に生じた退職に伴う失効により、平成20年８月31日における付与対象者は、子会社取締役１名、当

社使用人で参与の資格を有する者３名、子会社使用人で参与の資格を有する者９名の合計13名となっており、

目的となる株式の数は、子会社取締役80株、当社使用人で参与の資格を有する者174株、子会社使用人で参与の

資格を有する者135株の合計389株となっております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 普通株式
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当該事業年度 当期間

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式 7.63 － 7.63 －

　

３ 【配当政策】

当社は、多額の当期純損失を計上しており、配当可能利益が無いことから配当は実施しておりません。配

当を実施することは、当社の重要な経営目標であることからも、早期の配当による利益還元を行いたいと考

えておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

　なお、当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としており、当社は会社法第459条

の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う事ができる旨及び中間配当を行う事ができ

る旨を定めております。
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月

最高(円) 586,000 475,000
980,000
※465,000

69,000 8,300

最低(円) 210,000 250,000
408,000
 ※63,800

7,430 1,361

(注) １．最高・最低株価は、㈱東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．平成17年８月11日の株主に対して、平成17年９月30日付けで１株につき４株の株式分割を行っております。

３．※印は株式分割による権利落後の最高・最低株価(円)を示しております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月 平成20年４月 平成20年５月

最高(円) 3,080 2,300 1,950 2,000 7,060 5,310

最低(円) 1,900 1,423 1,500 1,361 1,810 2,910

(注)　最高・最低株価は、㈱東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５ 【役員の状況】

　

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役 平原 宏一 昭和51年４月16日
平成11年３月 明治学院大学法学部法律学科卒業

(注)１
224,600

（注）４平成20年4月 当社代表取締役 就任（現任）

取締役 鈴木　孝之 昭和19年８月22日

昭和40年２月 警視庁入庁

(注)１ －

平成17年３月 警視庁定年退職

平成17年４月 株式会社帝国ホテル入社

平成20年３月 同社退社

平成20年４月 当社取締役就任（現任）

取締役 和田　位 昭和21年４月14日

昭和44年４月 ㈱近江兄弟社入社

(注)１ 49

昭和46年３月 セントラルリース㈱入社

昭和58年６月 日本ソジェリース㈱入社

昭和63年９月 スミセイリース㈱入社

平成３年６月 ㈱山三西武地産入社

平成４年６月 日立信販㈱（現アエル㈱）入社

平成14年６月 同社常務取締役就任

平成16年１月 同社常務取締役退任

平成16年２月 三貴商事㈱入社

平成17年２月 ベルエア㈱(三貴商事㈱の親会社)取締役就任

平成18年８月 同社取締役退任

平成18年８月 当社常任監査役就任

平成19年８月 当社常任監査役辞任

平成19年10月 当社顧問就任

平成20年１月 当社顧問退任後管理本部長就任

平成20年４月 当社取締役就任(現任)

監査役 宮﨑　敦彦 昭和30年５月２日

昭和62年４月 東京弁護士会 登録

ローガン・岡本・高島法律事務所入所

(注)2,3 －
平成９年10月 みらい総合法律事務所 開設

平成15年12月 宮﨑法律事務所 開設（現任）

平成19年２月 当社 仮監査役就任

平成19年９月　 当社 監査役就任（現任）

監査役 大沼　信介 昭和17年９月20日

昭和41年４月 公認会計士太田哲三事務所入所

(注)2,3 －

昭和45年３月 税理士登録

昭和57年１月 公認会計士大沼信介事務所開設（現任）

昭和57年10月 琴平監査法人代表社員

平成２年11月 太田昭和システム開発㈱取締役

平成13年12月 ㈱カルラ専務取締役

平成17年５月 独立行政法人国立環境研究所 勤務

平成18年８月 当社 監査役就任（現任）

監査役 久保　　裕 昭和９年４月13日

昭和39年４月 神戸地検検事 任官

(注)2,3 －

平成２年10月 最高検察庁検事

平成４年４月 東京法務局長

平成５年６月 長野地検 検事正

平成６年12月 同検事正 辞職

平成７年７月 公証人任命（文京公証役場）

平成11年３月 更生保護法人鶴舞会理事長（現任）

平成16年５月 弁護士 登録（第一東京弁護士会）

平成19年９月 当社 監査役就任（現任）

計 224,649

（注)１　取締役の任期は、平成20年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年５月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

２　監査役の任期は、平成18年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年５月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

３　監査役宮﨑敦彦、大沼信介及び久保裕は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　代表取締役平原宏一の所有する当社株式224,600株のうち164,600株はスマイル１号投資事業有限責任組合内における本人保有分であり

ます。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は株主の皆様を中心に全てのステークホルダーの方々を重視し、健全で透明性が高く、事業環境の

変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築に取組んでおります。そのため、情報開示を充実し、企

業倫理や企業経営の健全性、適法性を高めることを基本方針としております。

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　取締役会

経営方針、法定事項、その他経営に関する重要な事項を決定するため、毎月１回定時取締役会を開催

しております。また、迅速な経営の意思決定のために随時、臨時取締役会を開催しております。

②　監査役会

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は３名（全てが社外監査役）で構成されており、各

監査役は定時取締役会へ出席し、取締役の職務執行を監視しております。

③　弁護士・税理士等その他第三者の状況

顧問契約を締結している弁護士、税理士、司法書士等の有識者より必要に応じて助言をいただいてお

ります。
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(3) 会計監査の状況

当社の会計監査業務はプライム監査法人が行っており、業務執行社員は公認会計士磯秀雄、立澤龍次の

２名であります。また、監査業務に係わる補助者の人数は８名であり、その構成は、公認会計士７名、会計

士補１名となっております。

　なお、当社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間で同法第423条第１項の責任につい

て、同法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結しております。

(4) 社外監査役との関係

監査役宮﨑敦彦、大沼信介及び久保裕は、会社法第２条第16項に定める社外監査役の要件を満たしてお

ります。

　なお、各社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

(5) リスク管理体制の整備の状況

平成18年５月26日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議し、コンプライア

ンス委員会を立ち上げ、一層の体制強化を図っております。

　なお、更に社内に内部統制委員会を設置し、コンプライアンス委員会との連携を密にし、各組織の体制強

化を図っております。

(6) 役員報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。

　　　取締役に対する報酬　　　36,819千円（うち、社外取締役 　7,769千円）

　　　監査役に対する報酬　　　10,050千円（うち、社外監査役　10,050千円）

(7) 監査報酬の内容

当社の公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬額の当事業

年度における支払額は、アスカ監査法人に対し2,500千円、監査法人ウィングパートナーズに対し15,501

千円であります。なおプライム監査法人への支払額はございません。

なお、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬は

ありません。

(8) 取締役の定数

当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定款で定めております。

(9) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めており

ます。

(10) 自己株式取得の決定機関

当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項に

基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。

(11) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件に

ついて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）は改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年６月１日から平成19年５月

31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）の財務諸表に

ついて、アスカ監査法人の監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会

計年度（平成19年６月１日から平成20年５月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成19年６月１

日から平成20年５月31日まで）の財務諸表について、プライム監査法人の監査を受けております。

　

３　監査法人の交代について

当社の監査人は次のとおり交代しております。

前連結会計年度及び前事業年度　　アスカ監査法人

当連結会計年度及び当事業年度　　プライム監査法人
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　 前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年５月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 915,473 741,673

　２　受取手形及び売掛金 358,242 216,391

　３　たな卸資産 502,422 386,656

　４　短期貸付金 1,203,389 551,773

　５　繰延税金資産 8,298 3,312

　６　その他 223,391 183,381

　　　貸倒引当金 △306,666 △566,469

　　流動資産合計 2,904,55051.4 1,516,72039.4

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1）建物 ※２ 324,311 305,629

　　　　減価償却累計額 151,188173,123 156,859148,769

　　(2）車両運搬具 5,148 19,434

　　　　減価償却累計額 857 4,290 3,726 15,708

　　(3）工具器具備品 43,206 54,116

　　　　減価償却累計額 32,921 10,285 15,436 38,680

　　(4）土地 ※2,3 1,464,827 1,464,827

　　　有形固定資産合計 1,652,52729.3 1,667,98643.4

　２　無形固定資産

　　(1）のれん 392,799 342,797

　　(2）その他 27,242 12,433

　　　無形固定資産合計 420,0417.4 355,2309.2

　３　投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 ※１ 352,969 25,095

　　(2）長期滞留債権等 1,041,054 1,117,386

　　(3）繰延税金資産 34,836 25,172

　　(4）その他 282,882 256,491

　　　　貸倒引当金 △1,040,083 △1,117,386

　　投資その他の資産合計 671,66011.9 306,7598.0

　　固定資産合計 2,744,22848.6 2,329,97760.6

　　資産合計 5,648,778100.0 3,846,697100.0
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　 前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年５月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 479,749 289,490

　２　短期借入金 ※2,3 972 475,972

　３　一年内返済予定
　　　長期借入金

※2,3 138,504 100,000

　４　未払金 － 217,755

　５　未払法人税等 9,112 40,467

　６　返品調整引当金 70,991 14,399

　７　返品損失引当金 15,067 －

　８　賞与引当金 4,221 3,754

　９　その他 382,957 251,942

　　流動負債合計 1,101,57519.5 1,393,78136.2

Ⅱ　固定負債

　１　社債 575,000 100,000

　２　長期借入金 ※2,3 853,322 710,000

　３　退職給付引当金 9,109 7,295

　４　役員退職慰労引当金 313,260 298,730

　５　繰延税金負債 365,940 363,091

　６　負ののれん － 142,622

　　固定負債合計 2,116,63137.5 1,621,74042.2

　　負債合計 3,218,20757.0 3,015,52178.4

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 5,730,125101.4 4,018,263104.5

　２　資本剰余金 4,097,28272.5 2,700,46370.2

　３　利益剰余金 △7,599,431△134.5 △5,893,291△153.2

　４　自己株式 △1,877△0.0 △1,877△0.0

　　株主資本合計 2,226,09939.4 823,55821.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

468 0.0 1,555 0.0

　２　為替換算調整勘定 △25,725△0.5 － －

　評価・換算差額等合計 △25,257△0.4 1,555 0.0

Ⅲ　新株予約権 50,0000.9 4,240 0.1

Ⅳ　少数株主持分 179,7293.1 1,822 0.0

　　　純資産合計 2,430,57143.0 831,17621.6

　　　負債純資産合計 5,648,778100.0 3,846,697100.0
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② 【連結損益計算書】
　 前連結会計年度

(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 5,111,988100.0 4,286,757100.0

Ⅱ　売上原価 4,524,48288.5 3,278,89476.5

　　　売上総利益 587,50611.5 1,007,86323.5

　　　返品調整引当金戻入額 79,1491.5 70,9911.6

　　　返品調整引当金繰入額 70,8261.4 14,3990.3

　　　差引売上総利益 595,82911.7 1,064,45624.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,294,16644.9 1,730,78140.3

　　　営業損失 1,698,337△33.2 666,324△15.5

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 27,906 1,630

　２　受取配当金 30,851 951

　３　デリバティブ評価益 3,249 －

　４　受取地代家賃 35,482 1,014

　５　為替差益 40,902 －

　６　投資事業組合利益 28,035 21,479

　７　受取移転補償料 － 100,000

　８　その他 59,382225,8104.4 69,607194,6834.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 42,576 67,679

　２　株式交付費 12,849 1,474

　３　持分法投資損失 27,025 1,029,233

　４　金融支払手数料 47,807 －

　５　貸倒引当金繰入額 66,345 2,168

　６　消費税相殺差損 39,092 －

　７　為替差損　 － 51,060

　８　投資事業組合損失 － 6,060

　９  その他 14,051249,7484.9 13,8101,171,48827.3

　　　経常損失 1,722,275△33.7 1,643,129△38.3
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　 前連結会計年度
(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 255 －

　２　投資有価証券売却益 30,089 149,505

　３　関係会社株式売却益 2,968 －

　４　貸倒引当金戻入益 275,985 －

　５　新株予約権戻入益 32,943 －

　６　無形固定資産売却益 ※２ 127,500 －

　７　過年度買掛金修正益 42,980 33,729

　８　過年度ソフトウェア
　　　計上額修正益

75,000 －

　９　過年度源泉所得税
　　　計上額修正益

460,498 －

　10　償却債権取立益 18,169 －

　11　前期損益修正益　 － 22,561

　12　債務免除益　 － 19,500

　13　和解金 － 12,000

　14　その他 － 1,066,39120.9 7,555 244,8515.7

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※３ 29,278 35,798

　２　固定資産売却損 ※４ 341 －

　３　投資有価証券評価損 1,398,414 5,499

　４　投資有価証券売却損 48,097 36,161

　５　関係会社株式売却損 － 2,004

　６　関係会社株式評価損 9,999 －

　７　貸倒引当金繰入額 － 410,086

　８　減損損失 ※５ 2,432,716 －

　９　事業整理損失 ※６ 798,184 102,194

　10　賃貸借契約解約違約金 12,050 －

　11　過年度役員退職
　　　慰労引当金繰入額

273,087 －

　12　過年度持分法による
　　　投資損失

148,598 －

　13　貸倒損失 378,657 13,450

　14　その他 － 5,529,427108.2 165,965771,16018.0

　　　税金等調整前当期純損失 6,185,311△121.0 2,169,438△50.6

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

△3,205 46,756

　　　過年度法人税等 △161,554 －

　　　法人税等調整額 12,189△152,570△3.0 11,129 57,8861.3

　　　少数株主利益 34,6750.7 7,9250.2

　　　当期純損失 6,067,417△118.7 2,235,250△52.1
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日残高(千円) 6,710,7867,447,921△9,781,414 △1,877 4,375,416

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 1,812,4561,812,456 － － 3,624,912

　減資 △2,793,116 2,793,116 － －

　欠損金填補による減少 － △5,258,1005,258,100 － －

　連結除外に伴う利益剰余金増加 － － 53,963 － 53,963

　過年度資本剰余金の増加 － 95,005 －
－

 
95,005

　過年度利益剰余金の増加 － － 144,218 － 144,218

　当期純損失 － － △6,067,417 － △6,067,417

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　(千円)
△980,660△3,350,6392,181,982 － △2,149,317

平成19年５月31日残高(千円) 5,730,1254,097,282△7,599,431 △1,877 2,226,099

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年５月31日残高(千円) △19,215 6 △19,208 47,121 145,1284,548,458

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － － 3,624,912

　減資 － － － － － －

　欠損金填補による減少 － － － － － －

　連結除外に伴う利益剰余金増加 － － － － － 53,963

　過年度資本剰余金の増加 － － － － － 95,005

　過年度利益剰余金の増加 － － － － － 144,218

　当期純損失 － － － － － △6,067,417

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
19,683 △25,732 △6,049 2,878 34,600 31,430

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　(千円)
19,683 △25,732 △6,049 2,878 34,600△2,117,886

平成19年５月31日残高(千円) 468 △25,725 △25,257 50,000 179,7292,430,571
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当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年５月31日残高(千円) 5,730,1254,097,282△7,599,431 △1,877 2,226,099

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 416,182 415,637 － － 831,819

　減資 △2,128,045 2,128,045 － －

　欠損金填補による減少 － △1,812,4561,812,456 － 　－

　持分法適用除外に伴う利益

　剰余金増加
－ － 889 － 889

　当期純損失 － － △2,235,250 － △2,235,250

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　(千円)
△1,711,862△1,396,8191,706,140 － △1,402,541

平成20年５月31日残高(千円) 4,018,2632,700,463△5,893,291 △1,877 823,558

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年５月31日残高(千円) 468 △25,725 △25,257 50,000 179,7292,430,571

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － － 831,819

　減資 － － － － － －

　欠損金填補による減少 － － － － － －

　持分法適用除外に伴う利益

　剰余金増加
－ － － － － 889

　当期純損失 － － － － － △2,235,250

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
1,087 25,725 26,813 △45,760△177,906△196,853

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　(千円)
1,087 25,725 26,813 △45,760△177,906△1,599,394

平成20年５月31日残高(千円) 1,555 － 1,555 4,240 1,822 831,176
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純損失 △6,185,311 △2,169,438

　　　減価償却費 301,361 26,983

　　　のれん償却額 116,342 38,233

　　　貸倒引当金の増加額又は減少額(△) △7,856 439,359

　　　減損損失 2,432,716 －

　　　返品調整引当金の減少額 △8,322 △56,592

　　　受取利息及び受取配当金 △58,758 △2,582

　　　支払利息 42,576 67,679

　　　株式交付費 12,849 1,474

　　　固定資産売却益 △255 －

　　　固定資産売却損 341 －

　　　固定資産除却損 29,278 35,798

　　　投資有価証券売却益(△)又は損失 18,007 △113,344

　　　投資有価証券評価損 1,398,414 5,499

　　　投資案件に関わる費用 9,965 －

　　　新株予約権戻入益 △32,943 －

　　　持分法投資損失 27,025 1,029,233

　　　過年度持分法による投資損失 148,598 －

　　　為替差益(△)又は差損 △49,620 51,060

　　　関係会社株式売却損 － 2,004

　　　事業整理損失 798,184 102,194

　　　売上債権の減少額 560,733 115,266

　　　仕入債務の減少額 △31,317 △183,259

　　　たな卸資産の増加額(△)又は減少額 △135,248 55,337

　　　未収入金の減少額 108,200 30,282

　　　前渡金の増加額(△)又は減少額 △75,417 2,013

　　　前受金の増加額 3,416 42,327

　　　その他の資産の増加額(△)又は減少額 △63,075 14,130

　　　その他の負債の減少額 △969,814 △68,753

　　　投資手数料 31,837 －

　　　その他 356,923 54,616

小計 △1,221,167 △480,481
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　 前連結会計年度
(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

　　　利息及び配当金の受取額 45,147 2,582

　　　利息の支払額 △43,349 △82,902

　　　法人税等の支払額 △9,397 △18,284

　　営業活動によるキャッシュ・フロー △1,228,766 △579,086

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △4 －

　　　定期預金の払戻による収入 200,000 30,009

　　　有形固定資産の取得による支出 △7,468 △71,611

　　　有形固定資産の売却による収入 2,600 －

　　　無形固定資産の取得による支出 △452,400 △29,170

　　　無形固定資産の売却による収入 51,298 8,304

　　　投資有価証券の取得による支出 △57,325 －

　　　投資有価証券の売却による収入 183,388 389,496

　　　関係会社株式の取得による支出 △13,200 △27,000

　　　関係会社株式の売却による収入 ※２ 11,027 300

　　　出資金の売却による収入 27,000 1,000

　　　貸付による支出 △1,393,042 △497,960

　　　貸付金の回収による収入 292,934 8,668

　　　敷金保証金差入れによる支出 △3,053 △28,953

　　　敷金保証金返還による収入 24,367 49,453

　　　出資金の払込による支出 △10,650 －

　　　その他 △1,359 －

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,145,889 △167,462

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増加額又は
　　　純減少額（△）

△2,600,000 475,000

　　　長期借入れによる収入 1,550,000 －

　　　長期借入金の返済による支出 △1,594,154 △181,826

　　　株式の発行による収入 1,687,103 830,185

　　　社債の発行による収入 2,500,000 －

　　　社債の償還による支出 △442,040 △475,000

　　　新株予約権の発行による収入 50,000 4,400

　　　新株予約権の買入消去による支出 △14,178 △50,000

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,136,731 602,759

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △1,237,924 △143,789

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,123,388 885,463

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 885,463 741,673
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

　当社グループは、前連結会計年度に9,496,927千円、当連

結会計年度に6,067,417千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、前連結会計年度に785,043千円、当連

結会計年度に1,698,337千円と、継続的に営業損失を計上

しております。

　さらに、当連結会計年度に1,228,766千円と重要なマイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上しております。当

該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせ

るものであります。

　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・

フローの主要因は、映像・音楽・出版から形成される、コ

ンテンツ事業子会社各社において、取得したコンテンツ

が、十分なキャッシュ・フローを創出できなかったこと、

当社グループ全体で多額の固定費が発生していること、

であります。コンテンツ事業では、リクープ（出資額まで

の回収）が果たせないタイトルが恒常的に発生してお

り、加えて、売上を拡大するためにかけた広告宣伝費の効

果が十分に得られなかったことなどにより、前連結会計

年度から引き続きマイナスの営業キャッシュ・フローを

計上しているものであります。また、固定費の主要な部分

は、人件費、支払報酬、業務委託費及び家賃で発生してお

ります。

　マイナスの営業キャッシュ・フローの改善策として、コ

ンテンツ事業は市場の縮小により、作品のリクープする

確率が大幅に低下していることからも、当連結会計年度

を以って完全に撤退する方針を機関決定しており、次連

結会計年度ではコンテンツ事業からのマイナスの影響は

大幅に減少することを見込んでおります。また、当連結会

計年度において人員の削減、業務委託契約の期前契約解

除、オフィススペースの一部期前契約解除を行っており、

次連結会計年度では、これらの効果が、各固定費の削減と

して奏功することを見込んでおります。

　なお、今後１年間に必要となる現金の創出については、

投資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心に行っ

ていく方針であり、資産の現金化までの間、一時的に資産

を担保として、事業会社と根抵当権の契約を締結してお

り、必要に応じて借入を実行することができる体制を整

えております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。

　当社グループは、当連結会計年度に666,324千円の営業
損失、2,235,250千円の当期純損失を計上しております。
また、前連結会計年度に1,698,337千円の営業損失、
6,067,417千円の当期純損失を計上しており、継続的に損
失を計上しております。さらに、当連結会計年度に
579,086千円と重要なマイナスの営業キャッシュ・フ
ローを計上することとなりました。
　当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシュ・
フローの主要因は、赤字事業となっているコンテンツ事
業からの撤退が中途であること、及び当社グループにお
ける主要事業と位置づけております流通事業における
Antiquorum S.A.グループへの投融資を実施したにもか
かわらず、同社の経営状況が改善せずに結果として当社
グループによる同社完全子会社化を断念したため、売上、
利益共に回復しなかったことにあります。
　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　前連結会計年度において機関決定されたコンテンツ事
業からの撤退方針に基づき、当連結会計年度にコンテン
ツ事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行っ
ており、平成20年度中にはその整理の目処がついており、
当該事業からのマイナスの影響は大幅に減少することを
見込んでおります。
今後の事業伸長の施策といたしましては、流通関連事業
においては当社グループ内の主力となっております連結
子会社㈱ミュージックランドにおいて対象地域をアジア
地域に限定した海外フランチャイズ事業の展開を実施す
ることにより、その成長と安定化を図ってまいります。
　また、その他の事業として行っておりましたファイナン
ス事業については前経営陣により閉鎖を検討しておりま
したが、当該事業につきましては、その投資対象を①規模
として３千万～２億円といった中小の規模に限定し、②
回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③
今年から来年にかけては買い場と言われる国内不動産に
対する投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来
からの上場、未上場有価証券への投資、及び上場、未上場
企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、
従前より大幅にリスクを軽減した投資に限定して継続・
展開することといたしました。
　さらに子会社所有の不動産の売却などにより借入金返
済を行い、有利子負債の大幅な圧縮により財務体質の改
善を図り、営業キャッシュ・フローの大きな改善につな
げるものであります。
　上記施策のために必要となる現金の創出については、上
記の通りに当社グループにて保有する資産の売却及び増
資等による資金調達を中心に行っていく方針であり、特
に資産売却については当社グループ内の所有不動産の売
却、事業会社の売却も具体化に向けた協議に入っており、
増資につきましても、新株予約権の行使を含め、引き受け
予定先と協議に入る予定となっております。
　こうした施策の計画的な実施により、当社グループはそ
の収益基盤の改善及び安定した財務体質の構築を図るこ
とにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消で
きるものと判断しております。
　従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸
表には反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数

　　11社

(1）連結子会社の数

　　11社

(2）主要な連結子会社の名称

　　㈱アーティストハウスパブリッ

シャーズ

　　㈱アーティストフィルム

　　㈱ＢＢＭＣ

　　㈱ツートップ

　　㈱アーティストハウスインベストメ

ント

　　㈱翔年社

　　㈱ミュージックランド

　　㈱ジーワン

　　Artist House Investment Asia 

Limited

　　㈱Ｆｏｕ

　　㈱アーティストハウスエンタテイン

メント

前連連結会計年度において、連

結子会社でありました㈱アーティ

ストハウスソリューションズにつ

いては、平成18年12月１日に同社

の代表取締役である尾形友秀氏に

保有株式を全て売却したため連結

の範囲から除外しております。

また、㈱アンティコルムジャパ

ンは、平成18年12月１日付けで保

有株式の50％をAntiquorum S.A.

のCEOであるOSVALDO PATRIZZIに

無償譲渡したため当社の連結子会

社から持分法適用会社に移行して

おります。

(2）主要な連結子会社の名称

　　㈱アーティストハウスパブリッ

シャーズ

　　㈱アーティストフィルム

　　㈱ＢＢＭＣ

　　㈱ツートップ

　　㈱アーティストハウスインベストメ

ント

　　㈱翔年社

　　㈱ミュージックランド

　　㈱ジーワン

　　Artist House Investment Asia 

Limited

　　㈱Ｆｏｕ

　　㈱アーティストハウスエンタテイン

メント

 

 

(3) 主要な非連結子会社の名称等

　

　㈱アーカイブゲートについては、支配

関係がなくなったため当社の子会社で

はなくなっております。

 

(3) 主要な非連結子会社の名称等

 

　　　　　　──────
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数

　　５社

(1) 持分法適用の関連会社の数

　　1社

(2) 主要な持分法適用関連会社の名称

　　㈱ＢＢバート

　　Antiquorum S.A.

　　Antiquorum USA,Inc.

　　C2C Time,Inc.

　　㈱アンティコルムジャパン

　　　㈱アンティコルムジャパンは、平成

18年12月１日付けで保有株式の

50％をAntiquorum S.A.のCEOであ

るOSVALDO PATRIZZIに無償譲渡し

たため当社の連結子会社から持分

法適用会社に移行しております。

(2) 主要な持分法適用関連会社の名称

　　㈱アンティコルムジャパン

　 　 　 A n t i q u o r u m  S . A . 及 び

Antiquo-rum USA,Incは平成20年

５月15日付で保有株式の全てを

Forever 

Most Investment Limitedに譲渡

したため、当社の持分法適用関連

会社から除外しております。　

　　　㈱ＢＢバートは当社連結子会社で

ある㈱ＢＢＭＣが発行済株式総数

の34％を保有しておりますが、休

眠会社となったため、当社の持分

法適用関連会社から除外しており

ます。

　　　C2C Time,Inc.は、重要性がなく

なったため、当社の持分法適用関

連会社から除外しております。

(3) 持分法を適用していない関連会社

のうち主要な会社等の名称

　　　持分法適用関連会社（Quorum

House LimitedおよびAntiquorum

Holdings Limited）は、当期純損

益および利益剰余金からみて持分

法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体として重要性がないため

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

　　　なお、㈱アーカイブゲートについて

は、支配関係がなくなったため当

社の持分法を適用していない非連

結子会社ではなくなっておりま

す。

(3) 持分法を適用していない関連会社

のうち主要な会社等の名称

　　　持分法適用関連会社㈱ＢＢバート

は休眠会社となり、重要性がなく

なったため、C2C Time,Inc.は重要

性がなくなったため持分法の適用

範囲から除外しております。

　 　Quorum House Limited及び

Antiquorum Holdings Limitedは

支配関係がなくなったため、持分

法を適用していない関連会社では

なくなっております。

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。

(4) 　　　　　 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち㈱ミュージックラ

ンドの決算日は２月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。

　ただし、３月１日から連結決算日５月

31日の間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。

　また、Artist House Investment

 Asia Limitedの決算日は２月末日で

あります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち㈱ミュージックラ

ンド及びArtist House Investment　

Asia Limitedの決算日は２月末日であ

ります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。

　ただし、３月１日から連結決算日５月

31日の間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

①有価証券

　その他有価証券

　　　時価のあるもの

同左

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

　　　時価のないもの

同左　

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

（イ）製品

移動平均法による原価法

③たな卸資産

（イ）製品

同左

（ロ）商品

個別法による原価法

（ロ）商品

同左

（ハ）映像使用権

見積回収期間（1年間）にわた

り、会社所定の償却率によって償

却しております。

（ハ）映像使用権

同左

（ニ）出版権

営業の用に供した時点及びその

翌月にそれぞれ20％ずつ償却し、

残り60％を34ヶ月の定額法に基づ

き償却しております。

（ニ）出版権

同左

（ホ）仕掛品

　　 個別法による原価法

（ホ）仕掛品

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　　主として定率法によっております。

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物 ８～60年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ４～18年

①有形固定資産

同左

（追加情報）

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　　なお、この変更による影響額は軽微

であり、セグメント情報に与える影

響の記載は省略しております。

②無形固定資産

（ソフトウェア）

　　自社利用のソフトウェアについては

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

②無形固定資産

（ソフトウェア）

同左

（映像コンテンツ）

　　映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外

部購入による映像使用権の取得原価

を含めており、作品毎の取得原価の

金額を過去の実績に基づいて、劇場

上映権、ビデオ化権及びテレビ放映

権等に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却してお

ります。ただし、自社でビデオ・DVD

を販売する場合は、見積回収期間(1

年)にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

（映像コンテンツ）

同左

（出版コンテンツ）

　　出版コンテンツには、自社企画によ

る出版コンテンツの取得原価及び外

部購入による出版権の取得原価を含

めており、見積回収期間（3年）にわ

たり、会社所定の償却率によって償

却しております。

（出版コンテンツ）

同左
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項目

前連結会計年度

(自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年６月１日

至　平成20年５月31日)

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

①貸倒引当金

同左

②返品調整引当金

　　一部の連結子会社は、製品の返品に

よる損失に備えるため、将来の返品

見込額の売買利益相当額を計上して

おります。

②返品調整引当金

同左

③返品損失引当金

　　一部の連結子会社は製品の返品によ

る損失に備えるため、将来の返品見

込額の全額を計上しております。

③返品損失引当金

同左

④賞与引当金

　　一部の連結子会社は従業員に対して

支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき、連結会計年度

負担額を計上しております。

④賞与引当金

同左

⑤退職給付引当金

　　一部の連結子会社は従業員の退職給

付に備えるため、当期末における退

職給付債務の見込額（期末自己都合

退職による要支額を計上する簡便

法）に基づき、当連結会計年度にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。

⑤退職給付引当金

同左

⑥役員退職慰労引当金

　　一部の連結子会社は役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しておりま

す。

⑥役員退職慰労引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

針

①ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについて特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理を

採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ

（ヘッジ対象）借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）同左

（ヘッジ対象）同左

③ヘッジ方針

　　金利変動リスクを回避するため、対

象債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

③ヘッジ方針

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

④ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を

評価しております。

　　ただし、特例処理によっているス

ワップについては、有効性の評価を

省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

①消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

①消費税等の会計処理

同左

②任意組合に関する会計処理

　　組合の最近の事業報告書又は中間事

業報告書の財産及び損益の状況に基

づいて、組合の資産・負債・収益・

費用を当社の持分割合に応じて計上

しております。

②任意組合に関する会計処理

同左

③連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

③連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、10年間の均

等償却を行っております。ただし、少額

なものは一括償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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会計処理の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

(繰延資産の会計処理に関する当面の扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日実

務対応報告第19号）を適用しております。　

　当連結会計年度において営業外費用の内訳として表示

していた「新株発行費」は、当連結会計年度より「株式

交付費」として表示する方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────
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表示方法の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

（連結貸借対照表）

１．従来、区分記載しておりました無形固定資産の「ソ

フトウェア」は、金額に重要性がなくなったため「そ

の他」に含めて表示することといたしました。

　　なお、当連結会計年度における無形固定資産の「その

他」に含めたソフトウェアの金額は10,988千円であり

ます。

２．従来、区分記載しておりました無形固定資産の「映

像コンテンツ」は、金額に重要性がなくなったため

「その他」に含めて表示することといたしました。

　　なお、当連結会計年度における無形固定資産の「その

他」に含めた映像コンテンツの金額は14,591千円であ

ります。

３．従来、区分記載しておりました流動負債の「未払

金」は、金額的重要性がなくなったため「その他」に

含めて表示することといたしました。

　なお、当連結会計年度における、流動負債の「その

他」に含めた「未払金」の金額は、284,331千円であり

ます。

（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、当連結会計年度に

おいて、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「未払金」は284,331千円

であります。

 

（連結損益計算書）

１．「受取地代家賃」は前連結会計年度まで、営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において金額的重要性が増したため区分掲

載しました。

　　なお、前連結会計年度末の「受取地代家賃」は7,134千

円であります。

 

　　　　　　　　　──────
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度

（平成19年５月31日）
当連結会計年度

（平成20年５月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 0千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　　(イ）担保に供している資産

建物 110,667千円

土地 1,464,827千円

　　計 1,575,494千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　　(イ）担保に供している資産

建物 93,345千円

土地 1,464,827千円

　　計 1,558,172千円

　　(ロ）上記に対応する債務

一年内返済予定長期借入金 100,000千円

長期借入金 810,000千円

　　計 910,000千円

　　(ロ）上記に対応する債務

短期借入金 475,000千円

一年内返済予定長期借入金 100,000千円

長期借入金 710,000千円

　　計 1,285,000千円

※３　土地につきましては、銀行借入金710,000千円に対

する根抵当権（極度額200,000千円）が設定されて

おります。

※３  土地につきましては、銀行借入金810,000千円に対

する根抵当権（極度額910,000千円）及び㈱クオン

ツ借入金475,000千円に対する次順位の根抵当権

（極度額750,000千円）が設定されております。

　４

　(1）当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 60,905千円

差引額 939,094千円

　４

　当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 64,871千円

差引額 935,128千円

　(2）当社関連会社（Antiquorum S.A.）においては、運

転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。当

該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

$10,000,000

貸出実行残高 $10,000,000

差引額 －
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 66,860千円

給与手当 356,320千円

役員退職慰労引当金繰入額 39,031千円

広告宣伝費 342,465千円

賞与引当金繰入額 4,221千円

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 177,621千円

給与手当 309,017千円

専門家報酬 208,434千円

業務委託費 186,070千円

※２　無形固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。

ソフトウェア 127,500千円

 

※２　　　　　　　　──────　

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 195千円

建物 16,102千円

工具器具備品 12,980千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 25,376千円

工具器具備品 　　5,846千円

ソフトウェア 4,575千円

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 299千円

工具器具備品 42千円

※４　　　　　　　　──────　

※５　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額(千円)

本社 ㈱翔年社 のれん 22,297

本社 ㈱ＢＢＭＣ のれん 13,200

本社
㈱アーティストハウス
インベストメント

のれん 14,800

本社 ㈱ジーワン のれん 687,000

本社 Antiquorum S.A.のれん 1,695,419

合計 2,432,716

　　　当社グループは、投資先（関係会社）ごとに資産をグ

ルーピングしております。グルーピングの単位であ

る各投資先のうち、㈱翔年社、㈱ＢＢＭＣ及び㈱アー

ティストハウスインベストメントにおいては、現状

では黒字化の見通しが立っておらず、営業活動から

生ずる利益及びキャッシュ・フローが継続してマイ

ナスとなる見込であるため、これらの事業に使用し

ている「のれん」について帳簿価額を回収可能価額

まで減損しております。

　　　また、㈱ジーワン及びAntiquorum S.A.に関しては、取

得時に検討した事業計画において、当初想定した収

益が見込めなくなった「のれん」及び「のれん相当

額」について帳簿価額を回収可能価額まで減損して

おります。

　　　なお、回収可能価額は正味売却可能価額及び使用価値

により測定しており、使用価値については、将来

キャッシュ・フローを年率５％～12％で割り引いて

算定しております。

※５　　　　　　　　──────　
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　 前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

※６　当連結会計年度において、当社グループはコンテン

ツ事業から撤退することを決定いたしました。事業

整理損失の内訳は、以下のとおりであります。

商品評価損 290,482千円

出版コンテンツ評価損 6,242千円

映像コンテンツ評価損 444,354千円

音楽コンテンツ評価損 55,969千円

その他 1,135千円

計 798,184千円

 

※６　事業整理損失の内訳は、コンテンツ事業からの撤退

及びAntiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.関係整

理に伴うものであります。

商品評価損 52,685千円

その他 49,509千円

計 102,194千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 138,680 213,563 － 352,243

合計 138,680 213,563 － 352,243

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加213,563株は下記による増加であります。

１．第三者割当増資による60,282株

２．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による18,616株

３．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による14,184株

４．第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による120,481株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 7 － － 7

合計 7 － － 7
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３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権
の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第１回新株予約権 普通株式 1,220 － 1,220 － －

第２回新株予約権 普通株式 164 － 164 － －

第３回新株予約権 普通株式 80 － 80 － －

第４回新株予約権 普通株式 1,164 － 1,164 － －

第５回新株予約権 普通株式 492 － 488 4 －

第６回新株予約権 普通株式 6,428 － 6,428 － －

第11回新株予約権 普通株式 10,461－ 10,461－ －

第12回新株予約権 普通株式 4,330 － 3,785 545 －

第13回新株予約権 普通株式 － 120,481－ 120,48150,000

第2回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 － 62,08718,61643,471－

第3回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 － 23,33514,1849,151 －

第4回無担保転換社債型
新株予約権付社債

普通株式 － 120,481120,481－ －

合計 － － 24,339326,384177,071173,65250,000

(注) １．第１回～第５回及び第12回新株予約権の当連結会計年度減少は、平成19年５月25日開催の当社取締役会での

取得及び消却の決議によるものであります。

２．第６回新株予約権の減少は、当該新株予約権の行使期間満了に伴うものであります。

３．第11回新株予約権の当連結会計年度減少は、平成18年８月１日開催の当社取締役会での買入消却の決議によ

るものであります。

４．第13回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、68,823株は当該新株予約権の発行によるもの、51,658株は行

使価額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が修正されたものであります。

５．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、35,460株は当該無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行によるもの、26,627株は行使価額の調整に伴い新株予約権の目的となる株式の数が

調整されたものであります。また、当連結会計年度減少18,616株は当該無担保転換社債型新株予約権付社債の

行使によるものであります。

６．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、17,730株は当該無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行によるもの、5,605株は行使価額の調整に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調

整されたものであります。また、当連結会計年度減少14,184株は当該無担保転換社債型新株予約権付社債の行

使によるものであります。

７．第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、68,823 株は当該無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行によるもの、51,658 株は行使価額の調整に伴い新株予約権の目的となる株式の数が

調整されたものであります。また、当連結会計年度減少120,481 株は当該無担保転換社債型新株予約権付社債

の行使によるものであります。

８．上表に残存する新株予約権はすべて権利行使が可能なものであります。
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当連結会計年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 352,243 546,784 － 899,027

合計 352,243 546,784 － 899,027

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加546,784株は下記による増加であります。

１．第三者割当増資による263,000株

２．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による262,984株

３．第14回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による20,800株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 7 － － 7　

合計 7 － － 7
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３　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権
の目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

当連結
会計年度
増加

当連結
会計年度
減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

第５回新株予約権 普通株式 4 － － 4 －

第12回新株予約権 普通株式 545 － 156 389 －

第13回新株予約権 普通株式 120,48117,165137,646 － －

第14回新株予約権 普通株式 － 455,00020,800434,2003,340

第15回新株予約権 普通株式 － 117,000 － 117,000 900

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 43,471 － 43,471 － －

第３回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 9,151 2,211 － 11,362 －

第５回無担保転換社債
型新株予約権付社債

普通株式 － 262,984262,984 － －

合計 173,652854,360465,057562,9554,240

(注) １．第12回新株予約権の当連結会計年度減少は、従業員等の退職に伴うものであります。

２．第13回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、17,165株は行使価格の調整に伴い新株予約権の目的となる

株式の数が調整されたものであります。また、当連結会計年度減少137,646株は当該無担保転換社債型新株予

約権の買入償還によるものであります。

３．第14回新株予約権の当連結会計年度増加455,000株は、当該新株予約権の発行によるものであります。また、当

連結会計年度減少20,800株は、当該新株予約権の行使によるものであります。

４．第15回新株予約権の当連結会計年度増加117,000株は、当該新株予約権の発行によるものであります。

５．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度減少43,471株は当該無担保転換社債型新株予約

権付社債の繰上償還によるものであります。

６．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、2,211株は行使価額の調整に伴い新

株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

７．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加のうち、262,984株は当該無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行によるものであります。また、当連結会計年度減少262,984株は当該無担保転換社債

型新株予約権付社債の行使によるものであります。

８．上表に残存する新株予約権はすべて権利行使が可能なものであります。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 915,473千円

預入期間が3ヶ月を
越える定期預金

△30,009千円

現金及び現金同等物 885,463千円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 741,673千円

預入期間が3ヶ月を
越える定期預金

－　千円

現金及び現金同等物 741,673千円

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　　株式の売却により当期連結会計年度において連結子

会社でなくなった㈱アーティストハウスソリュー

ションズ及び㈱アンティコルムジャパンの株式売却

時の資産及び負債の主な内訳との関係は次のとおり

であります。

流動資産 184,938千円

固定資産 16,671千円

　資産計 201,610千円

流動負債 228,416千円

利益剰余金 △36,805千円

　負債計 191,610千円

株式売却益 2,968千円

持分の売却価額 12,968千円

現金及び現金同等物 △1,940千円

売却による収入 11,027千円

　　　　(注)　上記の金額は２社の合計額です。

 

※２　　  　　　　　──────　
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 ──────

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 7,235 5,325 1,910

合計 7,235 5,325 1,910

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 778千円

１年超 1,168千円

合　計 1,946千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 1,716千円

減価償却費相当額 1,677千円

支払利息相当額 57千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　　利息相当額の各期への配分方法については、利息法に

よっております。
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年５月31日）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286

小計 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの

種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 499,865 85,838△414,027 ー ー ー

小計 499,865 85,838△414,027 ー ー ー

合計 503,375 96,979△406,396 3,610 7,896 4,286

　

２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

187,906 29,704 － 389,496 149,505 36,161

　

３　時価評価されていない主な有価証券

　

前連結会計年度
（平成19年５月31日）

当連結会計年度
（平成20年５月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 132,998 3,976

　投資事業組合 79,281 13,223

　新株予約権 3,000 －
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(デリバティブ取引関係)

１．取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引
を行っております。　　　　　　　　　　

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針
　 デリバティブ取引は、金利変動によるリスク回避　　 
を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり
ます。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　　借入金利の将来の金利市場における金利変動リスクを

回避することを目的としております。

　　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

　①　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　(ヘッジ手段)　金利スワップ

　　　(ヘッジ対象)　借入金

　②　ヘッジ方針

　　　金利変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

　③　ヘッジ有効性の評価方法

　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっているスワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内

の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の実行・管理については、社内管理

規定に従い、資金担当部門が行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

(1) 金利関連

　

区分 種類

前連結会計年度（平成19年５月31日） 当連結会計年度（平成20年５月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引
以外の取引

金 利 ス
ワップ取
引

変動受取
固定支払

500,000500,000△3,504△3,504 － － － －

合計 500,000500,000△3,504△3,504 － － － －

(注) １．時価の算定方法

　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

　

(退職給付関係)

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額（期

末自己都合退職による要支額を計上する簡便法）に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法（期末自己都合退職による要支給額）を採用しております。

連結会計年度の退職給付引当金残高は、9,109千円であります。

　

当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額（期

末自己都合退職による要支額を計上する簡便法）に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

一部の連結子会社は、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法（期末自己都合退職による要支給額）を採用しております。

連結会計年度の退職給付引当金残高は、7,295千円であります。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

繰越欠損金 2,589,769千円

貸倒引当金繰入限度超過額 2,383,404千円

役員退職慰労引当金 109,645千円

たな卸資産評価損 60,109千円

未払事業税 35,065千円

その他 79,837千円

小計 5,257,832千円

評価性引当額 5,249,534千円

合計 8,298千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金繰入限度超過額 372,278千円

投資有価証券評価損 2,321,253千円

関係会社株式評価損 109,356千円

その他 438,411千円

小計 3,241,300千円

評価性引当額 3,206,464千円

合計 34,836千円

繰延税金負債(固定)

土地評価差額 356,865千円

建物評価差額 3,820千円

その他有価証券評価差額金 5,254千円

合計 365,940千円

繰延税金負債の純額 365,940千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

繰越欠損金 4,622,211千円

貸倒引当金 2,067,929千円

映像コンテンツ評価損 168,759千円

役員退職慰労引当金 117,524千円

ソフトウェア評価損 113,248千円

たな卸資産評価損 102,404千円

その他 28,846千円

小計 7,220,924千円

評価性引当額 7,217,612千円

合計 3,312千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 454,664千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

関係会社株式評価損 304,778千円

その他 68,968千円

小計 2,250,720千円

評価性引当額 2,225,547千円

合計 25,172千円

繰延税金負債(固定)

土地評価差額 345,933千円

その他有価証券評価差額金 17,161千円

合計 363,094千円

繰延税金負債の純額 363,094千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　同左
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(ストックオプション等関係)

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容

　

第５回ストックオプション

付与日 平成17年２月16日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　２名
当社使用人で参与の資格を有する者　　３名
子会社使用人で参与の資格を有する者　７名

株式の種類及び付与（株） 普通株式　600株

権利確定条件
権利確定日(平成17年３月９日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成17年３月９日
至　平成21年３月８日

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いス

トックオプション数が調整されております。

　

第12回ストックオプション

付与日 平成18年２月７日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　９名
当社使用人で参与の資格を有する者　　10名
子会社使用人で参与の資格を有する者　25名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式　4,330株

権利確定条件
権利確定日(平成19年２月７日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

(注)　株式数に換算して記載しております。

　

(注)　第１回、第２回、第３回及び第４回新株予約権については、平成19年５月25日開催の取締役会決議に基づき、全て同

日付けで無償にて取得し即時消却いたしました。

第６回新株予約権は、平成19年５月31日にその行使期間が満了いたしました。
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

①　ストックオプションの数

　

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第12回

権利確定前 － － － － － － －

権利確定後

　前連結会計年度末 1,220 164 80 1,164 492 6,428 4,330

権利確定 － － － － － － －

権利行使 － － － － － － －

失効 1,220 164 80 1,164 488 6,428 3,785

未行使残 － － － － 4 － 545

(注)　第１回～第６回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いストック

オプションの数が調整されております。

　

②　単価情報

(円)

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第12回

権利行使価格 50,00050,00050,00094,75085,94874,800249,422

行使時平均株価 － － － － － － －

公正な評価単価
(付与日)

－ － － － － － －

(注)　第１回～第６回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴い権利行使

価格及び行使時平均株価が調整されております。
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当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容

　

第５回ストックオプション

付与日 平成17年２月16日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　２名
当社使用人で参与の資格を有する者　　３名
子会社使用人で参与の資格を有する者　７名

株式の種類及び付与（株） 普通株式　600株

権利確定条件
権利確定日(平成17年３月９日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成17年３月９日
至　平成21年３月８日

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いス

トックオプション数が調整されております。

　

第12回ストックオプション

付与日 平成18年２月７日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　２名
子会社取締役　　　　　　　　　　　　９名
当社使用人で参与の資格を有する者　　10名
子会社使用人で参与の資格を有する者　25名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式　4,330株

権利確定条件
権利確定日(平成19年２月７日)において提出会社また
は提出会社子会社の役員、使用人の地位にあること。

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間
自　平成19年２月７日
至　平成22年２月６日

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

①　ストックオプションの数

　

第５回 第12回

権利確定前 ― ―

権利確定後

　前連結会計年度末 4 389

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 4 389

(注)　第１回～第６回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴いストック

オプションの数が調整されております。

　

②　単価情報

(円)

第５回 第12回

権利行使価格 85,948249,422

行使時平均株価 ― ―

公正な評価単価
(付与日)

― ―

(注)　第５回ストックオプションは平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割したことに伴い権利行使価格及び

行使時平均株価が調整されております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成18年６月１日　至平成19年５月31日)

　

コンテンツ
事業（千円）

流通事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損失

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

1,375,0863,637,04699,8565,111,988 － 5,111,988

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

31,510 － 14,315 45,826(45,826) －

計 1,406,5963,637,046114,1715,157,814(45,826)5,111,988

営業費用 2,144,7243,705,363178,1096,028,197782,1296,810,326

営業損失 738,12768,317 63,937870,382( 827,955)1,698,337

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

資産 2,159,3932,614,681302,8665,076,941715,4295,792,371

減価償却費 298,148 3,370 － 301,519 (157)301,361

減損損失 722,497 － 14,800737,2971,695,4192,432,716

資本的支出 395,769 545 － 396,315 4,773 401,088

(注) １．事業区分の方法

　　事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

前連結会計年度まで事業区分としていた「ＩＴ事業」及び「ファイナンス事業」は、重要性が低下したため

「その他事業」に含めることといたしました。

２．各事業の主な内容

(1) コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作・出資及び

映像企画制作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画制作

(2) 流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3) その他事業……………①IT事業　Eコマース、Web開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・

販売等

　　　　　　　　　　　　②ファイナンス事業　投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・

投資事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は921,533千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は193,146千円であり、その主なものは現金及び預

金、関係会社株式等であります。
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当連結会計年度(自平成19年６月１日　至平成20年５月31日)

　

コンテンツ
事業（千円）

流通事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損失

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

980,3403,306,417 － 4,286,757 － 4,286,757

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

69,721 － － 69,721(69,721) －

計 1,050,0613,306,417 － 4,356,479(69,721)4,286,757

営業費用 1,104,1043,219,71616,8344,340,655612,4274,953,082

営業利益
又は営業損失(△)

△54,043 86,701△16,834 15,823(682,148)△666,324

Ⅱ　資産、減価償却費及び
　　資本的支出

資産 639,9441,581,19223,8862,245,0231,601,6743,846,697

減価償却費 3,220 13,862 － 17,082 9,901 26,983

資本的支出 116,12313,611 － 129,735 － 129,735

(注) １．事業区分の方法

　　事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

前連結会計年度まで事業区分としていた「ＩＴ事業」及び「ファイナンス事業」は、重要性が低下したため

「その他事業」に含めることといたしました。

２．各事業の主な内容

(1) コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作・出資及び

映像企画制作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画制作

(2) 流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3) その他事業……………ファイナンス事業　投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、そ

の他金融・投資事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は631,812千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,075,265千円であり、その主なものは現金及び

預金、関係会社株式等であります。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自平成18年６月１日　至平成19年５月31日)

(1) 役員及びその近親者等

名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

楠部　孝 － －
当社
取締役

－
事実上の
資金貸付

未収入金
(注)

－ 未収入金 9,458

　　(注) コーポレートカードの使用によるものの未回収代金であります。

　

(2) 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む）

名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

㈱アビテッ
ク・ジャパ
ン(注1)

東京都
目黒区

－ 業務支援 － なし
業務支援
(注2)

6,000業務委託費 －

　　(注1) 当社前監査役である渡邉善二氏が議決権の100％を直接所有しております。なお、同氏は、平成18年12月31日付

けで監査役を辞任しております。

　　(注2) 所定の社内手続きに基づき業務委託契約を締結いたしました。 

　

当連結会計年度(自平成19年６月１日　至平成20年５月31日)

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１株当たり純資産額 6,248.20円１株当たり純資産額 917.79円

１株当たり当期純損失 28,715.79円１株当たり当期純損失 5,305.33円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－円

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　

(注)　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 2,430,571 831,176

普通株式に係る純資産額 2,200,841 825,113

差額の主な内訳

　新株予約権 50,000 4,240

　少数株主持分 179,729 1,822

普通株式の発行済株式数（株） 352,243 899,027

普通株式の自己株式数（株） 7 7

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

352,236 899,020

　

２．１株当たり当期純損失

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

当期純損失（千円） 6,067,417 2,235,250

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 6,067,417 2,235,250

普通株式の期中平均株式数（株） 211,292 421,321
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１．当社は、平成19年８月14日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である㈱ミュージックランド

株式を譲渡することを決議いたしました。

（1） 譲渡理由

経営意識及び経営への参画意識を高めるため。

（2） 譲渡する相手の名称

㈱ミュージックランド代表取締役 一色康弘

（3） 契約締結日

平成19年８月31日

（4） 株式の取得日

平成19年８月31日

（5） 取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分

比率

① 譲渡する株式 200株

② 譲渡価額 300千円

③ 譲渡後の持分 74.7%

２．当社は、平成19年７月27日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である㈱ミュージックランド

株式を追加取得することを決議いたしました。

（1） 取得理由

流通事業により重点的に経営資源を投入するた

め。

（2） 取得する相手の名称

㈱神田商会

（3） 契約締結日

平成19年８月10日

（4） 株式の譲渡日

平成19年９月１日

（5） 取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分

比率

① 取得する株式 18,000株

② 取得価額 27,000千円

③ 取得後の持分 99.7％

 

１．当社の㈱クオンツからの短期借入金475,000千円に

ついて、当初の返済期限は平成20年８月15日となって

おりましたが、両者の合意に基づき、延長されておりま

す。

２．平成20年８月15日付で第３回無担保転換社債型新株

予約権付社債の契約条項により、社債権者からの繰上

償還の申出を受理し、下記の通り当該新株予約権付社

債の全額を繰上償還いたしました。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債権者であ

る、㈱クロニクルより繰上償還の申出がなされ

たためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

100,000,000円

(4) 繰上償還日

平成20年８月15日

(5) 繰上償還する社債の概要

① 発行日 平成18年8月18日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 100,000,000円

④ 償還後残高 0円
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　 前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

３．平成19年７月27日開催の当社取締役会において、下

記の通り、当社が発行した第２回無担保転換社債型新

株予約権付社債の全額を繰上償還をすることを決議

し、平成19年８月17日付で、同償還を実行いたしまし

た。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法 ２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債券者であ

る、Bank of Bermuda (Cayman) Limitedより繰

上償還の申出がなされたためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

475,000,000円

(4) 繰上償還日

平成19年８月17日

(5) 繰上償還する社債の概要

① 発行日 平成18年8月16日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 1,000,000,000円

④ 償還後残高 0円

４．当社は、平成19年８月14日開催の当社取締役会にお

いて、下記の借入を行うことを決議し、平成19年８月16

日借入を実行いたしました。

(1) 目的 当社第２回無担保転換社債

型新株予約権付社債の償還

資金として

(2) 借入先の名称 ㈱クオンツ

(3) 借入金額 475,000,000円

(4) 借入条件

借入期間 平成19年８月16日～

平成20年８月15日

利率 年12.00％

(5) 担保に供する資産土地：1,464,827千円

上 記 土 地 に 根 抵 当 権 を 第 二 順 位 に て

600,000,000円設定しております。

 

──────
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　 前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

５．当社は、平成19年８月14日開催の取締役会において、

平成19年８月29日開催予定の第８回定時株主総会にお

いて、「資本金の額及び準備金の額の減少」を議案と

して上程することを決議し、平成19年９月26日開催の

取締役会にて、日程を変更いたしました。

(1) 目的 資本の欠損填補に充てるこ

とにより、財務体質の健全

化を図るため

(2) 資本減少の方法発行済株式の総数を変更し

ない、無償減資によるもの

とする

(3) 資本金の額減少の内容

① 減少する資本の額

2,128,045,017円

② 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

平成19年11月２日

(4) 準備金の額減少の内容

① 減少する準備金の額

1,812,456,200円

② 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成19年11月２日

６．当社は、平成19年８月31日の取締役会において、下記

のとおり、根抵当権変更契約証書を締結することを決

議し、平成19年９月５日付で契約を締結いたしました。

(1) 目的 平成20年８月度までの当社

事業資金確保のため

(2) 契約締結先の名称㈱クオンツ

(3) 変更前極度額 600,000,000円

(4) 変更後極度額 750,000,000円

(5) 担保に供する資産土地：1,464,827

投資有価証券

：835,186千円

 

──────
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⑤ 【連結附属明細表】（平成20年５月31日現在）

【社債明細表】

　

会社名 銘柄
発行年月日
(平成年月日)

前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保
償還期限
(平成年月日)

㈱アーティストハウス
ホールディングス

第２回無担保
転換社債型
新株予約権付社債
（注）２．

18.８.16 475,000 － － なし 21.８.18

㈱アーティストハウス
ホールディングス

第３回無担保
転換社債型
新株予約権付社債
（注）３．４．

18.８.18 100,000
100,000
(100,000)

－ なし 21.８.18

合計
575,000

(－)
100,000
(100,000)

(注) １．( )内書は、1年内の償還予定額であります。

２．平成19年８月17日付で、全額繰上償還いたしました。

３．当期末残高の100,000千円につきまして、平成20年８月15日付で繰上償還請求を受け、全額繰上償還いたしま

した。なお、概要は「重要な後発事象」に記載のとおりであります。

４．新株予約権付社債の内容

発行すべき

株式の内容

新株予約権の

発行価額(円)

株式の発行

価額(円)

発行価額の

総額(千円)

新株予約権の

行使により発

行した株式の

発行価額の総

額（千円）

新株予約権

の付与割合

(％)

新株予約権の

行使期間

代用払込

に関する

事項

普通株式 無償 8,801.2 500,000 399,988 100
平成18年８月19日から

平成21年８月３日まで
（注）

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額はその払込金額と同額
とする。なお、交付株式数に転換価額を乗じた額が本社債の払込金額を下回る場合には、その差額分を精算金として交付す
る。

５．社債の連結決算後の５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

100,000 － － － －
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 972 475,972 12.0平成20年８月15日

１年以内に返済予定の長期借入金 138,504 100,000 1.7 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

853,322 710,000 1.7平成23年９月30日

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

計 992,798 1,285,972 ― ―

(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算後５年間の返済予定額は次のとおりでありま

す。

　
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 100,000 100,000 510,000 －

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 360,588 303,660

　２　売掛金 ※１ 90,726 29,060

  ３　前払費用 8,642 2,689

　４　関係会社短期貸付金 5,756,258 5,001,305

　５　預け金 － 53,113

　６　その他 68,530 68,141

　　　貸倒引当金 △5,775,406 △5,080,508

　　流動資産合計 509,34035.1 377,46135.1

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1）建物 30,169 2,534

　　　　減価償却累計額 4,458 25,711 298 2,236

　　(2）車両運搬具 － 14,285

　　　　減価償却累計額 － － 992 13,292

　　(3）工具器具備品 17,050 4,965

　　　　減価償却累計額 9,354 7,696 3,145 1,819

　　　有形固定資産合計 33,4072.3 17,3491.6

　２　無形固定資産

　　(1）ソフトウェア 10,998 2,712

　　(2）その他 283 283

　　無形固定資産合計 11,2820.8 2,9960.2

　３　投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 201,836 3,976

　　(2）関係会社株式 ※４ 642,282 668,982

　　(3) 出資金 1,000 －

　　(4）長期滞留債権等 411,205 411,205

　　(5）長期前払費用 11,112 4,445

　　(6）その他 40,453 55

　　　　貸倒引当金 △410,234 △411,205

　　　投資その他の資産合計 897,65561.8 677,45863.0

　　　固定資産合計 942,34564.9 697,80364.9

　　資産合計 1,451,686100.0 1,075,265100.0
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　 前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 971 971

　２　短期借入金 ※４ － 475,000

　３　一年内返済予定
　　　長期借入金

18,500 －

　４　未払金 144,121 50,260

　５　未払費用 2,121 10,794

　６　未払法人税等 4,482 2,341

　７　預り金 40,660 39,590

　８　その他 － 128

　　流動負債合計 210,85614.5 579,08853.8

Ⅱ　固定負債

　１　社債 575,000 100,000

　　固定負債合計 575,00039.6 100,0009.3

　　負債合計 785,85654.1 679,08863.1
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　 前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 5,730,125394.7 4,018,263373.6

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 1,812,456 415,637

　　資本剰余金合計 1,812,456124.9 415,63738.6

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △6,912,282 △4,040,086

　　利益剰余金合計 △6,912,282△476.2 △4,040,086△375.7

　４　自己株式 △1,877△0.1 △1,877△0.1

　　　株主資本合計 628,42243.3 391,93736.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

△12,593△0.9 － 0.0

　　　評価・換算差額等合計 △12,593△0.9 － 0.0

Ⅲ　新株予約権 50,0003.4 4,2400.3

　　　純資産合計 665,82945.9 396,17736.8

　　　負債純資産合計 1,451,686100.0 1,075,265100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 ※１

　１　関係会社業務受託売上高 301,274 80,868

　２　その他売上 12,469313,743100.0 367 81,235100.0

Ⅱ　売上原価

　１　関係会社業務受託原価 459,177 －

　２  その他原価 1,989461,166147.0 276 276 0.3

　　　売上総利益（△損失） △147,423△47.0 80,95999.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 506,934161.6 631,536777.4

　　　営業損失 654,357△208.6 550,577△677.7

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 ※１ 139,618 622

　２　受取配当金 30 40

　３　為替差益 47,535 －

　４　投資事業組合利益 29,076 21,479

　５　その他 1,823218,08369.5 405 22,54627.7

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 25,267 46,849

　２　社債利息 637 －

　３　株式交付費 12,849 1,474

　４　金融支払手数料 4,141 －

　５　貸倒引当金繰入額 57,824 971

  ６  消費税相殺差損 39,092 －

  ７  為替差損 － 50,191

  ８ その他 3,559143,37145.7 6,077105,564129.9

　　　経常損失 579,645△184.8 633,594△779.9
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　 前事業年度
(自　平成18年６月１日 
 至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日 
 至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　関係会社株式売却益 2,968 －

　２　無形固定資産売却益 ※３ 127,500 －

　３　過年度ソフトウェア
　　　計上額修正益

75,000 －

　４　過年度源泉所得税
　　　計上額修正益

460,498 －

　５　新株予約権戻入益 32,943 －

　６　過年度買掛金修正益 42,980 －

　７　投資有価証券売却益　 ー 111,777

　８　債務免除益 － 19,500

　９　和解金 － 12,000

　10　その他 － 741,891236.5 6,128149,406183.9

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※４ 29,138 32,866

　２　貸倒引当金繰入額 4,174,616 473,905

　３　関係会社株式評価損 2,023,571 －

　４　投資有価証券評価損 900,000 －

　５　投資有価証券売却損 8,975 21,829

　６　貸倒損失 21,000 －

　７　賃貸借契約解約違約金 12,050 －

　８　その他 － 7,169,3522,285.154,473583,075717.7

　　　税引前当期純損失 7,007,106△2,233.4 1,067,263△1,313.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

△8,594 1,041

　　　過年度法人税等 △86,229△94,823△30.2 － 1,041 1.2

　　　当期純損失 6,912,282△2,203.2 1,068,305△1,315.0

　

EDINET提出書類

株式会社アーティストハウスホールディングス(E00742)

有価証券報告書

 87/114



関係会社業務受託事業原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

人件費 84,360 18.3 －

経費 374,81181.7 －

当期関係会社業務受託事業
原価合計

459,177100.0 － －

　

その他原価明細書

前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

経費 1,989 100.0 276 100.0

当期その他原価合計 1,989 100.0 276 100.0
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高（千円） 6,710,786 5,258,100△8,051,217 △1,877 3,915,792

事業年度中の変動額

　新株の発行 1,812,456 1,812,456 － － 3,624,912

　減資 △2,793,116 － 2,793,116 － －

　欠損金填補 － △5,258,100 5,258,100 － －

　当期純損失 － － △6,912,282 － △6,912,282

　株主資本以外の項目

　の事業年度中の変動額（純額）
－ － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） △980,660 △3,445,644 1,138,934 － △3,287,369

平成19年５月31日残高(千円) 5,730,125 1,812,456△6,912,282 △1,877 628,422

　
評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券

評価差額金

平成18年５月31日残高（千円） △3,225 47,121 3,959,689

事業年度中の変動額

　新株の発行 － － 3,624,912

　減資 － － －

　欠損金填補 － － －

　当期純損失 － － △6,912,282

　株主資本以外の項目

　の事業年度中の変動額（純額）
△9,368 2,878 △6,489

事業年度中の変動額合計（千円） △9,368 2,878 △3,293,859

平成19年５月31日残高(千円) △12,593 50,000 665,829
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当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年５月31日残高(千円) 5,730,125 1,812,456△6,912,282 △1,877 628,422

事業年度中の変動額

　新株の発行 416,182 415,637 － － 831,819

　減資 △2,128,045 － 2,128,045 － －

　欠損金填補 － △1,812,456 1,812,456 － －

　当期純損失 － － △1,068,305 － △1,068,305

　株主資本以外の項目

　の事業年度中の変動額（純額）
－ － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） △1,711,862△1,396,819 2,872,195 － △236,485

平成20年５月31日残高(千円) 4,018,263 415,637 △4,040,086 △1,877 391,937

　
評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券

評価差額金

平成19年５月31日残高(千円) △12,593 50,000 665,829

事業年度中の変動額

　新株の発行 － － 831,819

　減資 － － －

　欠損金填補 － － －

　当期純損失 － － △1,068,305

　株主資本以外の項目

　の事業年度中の変動額（純額）
12,593 △45,760 △33,167

事業年度中の変動額合計（千円） 12,593 △45,760 △269,652

平成20年５月31日残高(千円) － 4,240 396,177
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

　当社グループは、前事業年度に8,051,217千円、当事業年

度に6,912,282千円と多額の当期純損失を計上しており

ます。また、前事業年度に593,900千円、当事業年度に

654,357千円と、継続的に営業損失を計上しております。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か

せるものであります。

　当事業年度において計上した大幅な損失については、前

事業年度に行った投資の評価減、債権に対する貸倒引当

金の計上、および、人件費、支払報酬、業務委託費及び家賃

で多額の固定費が発生していることであります。

　当社はこの状況を解消すべく、コンテンツ事業から当事

業年度を以って撤退する方針を機関決定しており、次事

業年度では、コンテンツ事業の赤字補填のための追加貸

付およびこれに対する貸倒引当の追加実施の発生はな

く、マイナスの影響は大幅に減少することを見込んでお

ります。また、当事業年度において人員の削減、業務委託

契約の期前契約解除、オフィススペースの一部期前契約

解除を行っており、次事業年度ではこれらの効果が各固

定費の削減として奏功することを見込んでおります。

　今後１年間に必要となる現金の創出については、投資有

価証券を中心とする保有資産の売却を中心に行っていく

方針であり、資産の現金化までの間、一時的に資産を担保

として、事業会社と根抵当権の契約を締結しており、必要

に応じて借入を実行することができる体制を整えており

ます。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。

　当社は、当事業年度に550,577千円の営業損失、
1,068,305千円の当期純損失を計上しております。また、
前事業年度に654,357千円の営業損失、6,912,282千円の
当期純損失を計上しており、継続して損失を計上してお
ります。
　当事業年度において計上した損失の主な要因は債権に
対する貸倒引当金の計上、及び人件費、業務委託費、支払
報酬などで多額の固定費が発生していることに起因して
おります。
　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か
せるものであります。
　こうした状況の改善のために、前連結会計年度において
当社グループの赤字事業であったコンテンツ事業からの
撤退方針に基づき、当事業年度にコンテンツ事業の大幅
な整理及び子会社のリストラ・縮小を行うとともに、多
額の資産評価損を計上した持分法適用会社である
Antiquorum S.A.グループとの関係を整理しており、これ
らの赤字補填のための追加貸付及び貸倒引当の追加実施
の発生はなく、マイナスの影響は大幅に減少することを
見込んでおります。
　また、その他の事業として行っておりましたファイナン
ス事業については前経営陣により閉鎖を検討しておりま
したが、当該事業につきましては、その投資対象を①規模
として３千万～２億円といった中小の規模に限定し、②
回収期間が６ヶ月～２年といった短期のものに限定、③
今年から来年にかけては買い場と言われる国内不動産に
対する投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来
からの上場、未上場有価証券への投資、及び上場、未上場
企業への投融資事業を継続するといった施策のもとに、
従前より大幅にリスクを軽減した投資に限定して継続・
展開することといたしました。
　特に当社グループの主力である連結子会社㈱ミュー
ジックランドを介して中古楽器への投資は当社グループ
内ネットワークを活用した当社グループならではの独自
の投資として今後期待が持てるものと判断しており、ま
たこうした投資手法は今後の当社のホールディングカン
パニーとしての明確なポジショニング構築と各事業会社
との機動的な関係の構築、それに伴うグループ全体への
波及効果の高い投融資事業の確立という大きな効果とメ
リットを当社のみならず、グループ各社にもたらすもの
と判断しております。
　さらに借入金の返済等による有利子負債の圧縮と支払
利息の縮小を図り、従来は手付かずであった当社経費の
大幅な見直しと緊縮化も引続き行い、販管費の圧縮によ
る固定費の削減を見込んでおります。
　上記施策のために必要となる現金の創出については、当
社においては増資等による資金調達を中心に行っていく
方針であり、新株予約権の行使を含め、引き受け予定先と
協議に入る予定となっております。
　こうした施策の計画的な実施により、当社はその収益基
盤の改善及び安定した財務体質の構築を図ることによ
り、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも
のと判断しております。
　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反
映しておりません。
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重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

(2）その他有価証券

　時価のあるもの

同左

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。なお、主な

耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～18年

工具器具備品 ３～８年

(1）有形固定資産

 

同左

　(追加情報)

　　法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　　なお、この変更による影響額は軽微

であります。

(2）無形固定資産

　　定額法によっております。

　(ソフトウェア)

　　自社利用のソフトウエアについては

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

　(ソフトウェア)

同左

　(映像コンテンツ)

　　映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外

部購入による映像使用権の取得原価

を含めており、作品毎の取得原価の

金額を過去の実績に基づいて、劇場

上映権、ビデオ化権及びテレビ放映

権等に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却してお

ります。ただし、自社でビデオ・DVD

を販売する場合は、見積回収期間(１

年)にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

　(映像コンテンツ)

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

３．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

　　支出時に全額費用処理しておりま

す。

(1）株式交付費

　　　　　　 　同左

(2）社債発行費

　　支出時に全額費用処理しておりま

す。

(2）社債発行費

　──────

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

同左

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）任意組合（映画投資組合）の会計

処理

　組合の最近の事業報告書又は中間

事業報告書の財産及び損益の状況に

基づいて、組合の資産・負債・収益

・費用を当社の持分割合に応じて計

上しております。

(2）任意組合（映画投資組合）の会計

処理

同左

(3）連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

(3）連結納税制度の適用

同左
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会計処理の変更

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

(繰延資産の会計処理に関する当面の扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日実務対

応報告第19号）を適用しております。　

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

──────
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表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

（貸借対照表）

１．「敷金保証金」は、前期までは投資その他の資産に

区分掲記しておりましたが、当事業年度末において資

産の総額の100分の5以下となったため「その他」に含

めて表示しております。

　　なお、当事業年度末の「敷金保証金」の金額は40,453

千円であります。

（貸借対照表）

１．「預け金」は、前事業年度までは流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度末に

おいて重要性が増したため独立掲記しております。

　なお、前事業年度末の「預け金」の金額は3,113千円

であります。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

（平成19年５月31日）
当事業年度

（平成20年５月31日）

※１　関係会社

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 90,723千円

※１　関係会社

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 29,052千円

　２　偶発債務

　(1) 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

㈱ミュージックランド 770,000千円

　２　偶発債務

　(1) 次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。

㈱ミュージックランド 770,000千円

　３

　(1）当社連結子会社（アーティストフィルム他10社）

においては、運転資金の効率的な調達を行うため、当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当該業務における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

10,300,000千円

貸出実行残高 4,478,487千円

差引額 5,821,512千円

　３

　(1）当社連結子会社（アーティストフィルム他10社）

においては、運転資金の効率的な調達を行うため、当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。当該業務における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

11,800,000千円

貸出実行残高 4,336,202千円

差引額 7,463,797千円

　(2）当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 60,905千円

差引額 939,094千円

　(2）当社関連会社（㈱アンティコルムジャパン）にお

いては、運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当該業務における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

1,000,000千円

貸出実行残高 64,871千円

差引額 935,128千円

　(3）当社関連会社（Antiquorum S.A.）においては、運

転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。当

該業務における当座貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

$10,000,000

貸出実行残高 $10,000,000

差引額 －

※４　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(イ) 担保に供している資産

関係会社株式 491,320千円

(ロ) 上記に対応する債務

短期借入金 475,000千円
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 301,274千円

関係会社からの受取利息 139,480千円

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 80,868千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は4.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は95.4％で

あります。主要な費目及び金額は次のとおりであり

ます。

役員報酬 54,242千円

業務委託費 101,343千円

支払報酬 144,757千円

支払手数料 45,736千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は　 1.9％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は98.1％

であります。主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

役員報酬 53,416千円

給与 49,124千円

業務委託費 154,867千円

支払報酬 201,377千円

地代家賃 36,257千円

旅費交通費 38,671千円

※３　無形固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま

す。

ソフトウェア 127,500千円

※３　　　　　　　　──────　

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 16,102千円

工具器具備品 12,840千円

車輌運搬具 195千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 23,835千円

工具器具備品 4,455千円

ソフトウェア 4,575千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数 (株)

自己株式

　普通株式 7 － － 7

合計 7 － － 7

　

当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数 (株)

自己株式

　普通株式 7 － － 7

合計 7 － － 7

　

次へ
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(リース取引関係)

該当事項はございません。

　

(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 1,773,159千円

貸倒引当金繰入限度超過額 2,145,277千円

未払事業税 6,446千円

その他 42,253千円

繰延税金資産（流動）小計 3,967,137千円

評価性引当額 △3,967,137千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 372,278千円

投資有価証券評価損 2,299,520千円

子会社株式評価損 109,356千円

その他 69,497千円

繰延税金資産（固定）小計 2,850,652千円

評価性引当額 △2,850,652千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金 3,528,049千円

貸倒引当金 2,067,258千円

その他 28,846千円

繰延税金資産（流動）小計 5,624,154千円

評価性引当額 △5,624,154千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 167,319千円

投資有価証券評価損 1,422,308千円

子会社株式評価損 304,778千円

その他 68,968千円

繰延税金資産（固定）小計 1,963,375千円

評価性引当額 △1,963,375千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

　　当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

同左
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１株当たり純資産額 1,784.34円１株当たり純資産額 435.96円

１株当たり当期純損失 32,714.36円１株当たり当期純損失 2,535.60円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　

(注)　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１．１株当たり純資産額

前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 665,829 396,177

普通株式に係る純資産額（千円） 615,829 391,937

差額の主な内訳（千円）
　新株予約権 50,000

4,240

普通株式の発行済株式数（株） 352,243 899,027

普通株式の自己株式数（株） 7 7

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

352,236 899,020

　

２．１株当たり当期純損失

前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１株当たり当期純損失

当期純損失 6,912,282 1,068,305

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 6,912,282 1,068,305

期中平均株式数（株） 211,292 421,321
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１．当社は、平成19年８月14日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である㈱ミュージックランド

株式を譲渡することを決議いたしました。

（1） 譲渡理由

経営意識及び経営への参画意識を高めるため。

（2） 譲渡する相手の名称

㈱ミュージックランド代表取締役 一色康弘

（3） 契約締結日

平成19年８月31日

（4） 株式の取得日

平成19年８月31日

（5） 取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分

比率

① 譲渡する株式 200株

② 譲渡価額 300千円

③ 譲渡後の持分 74.7%

２．当社は、平成19年７月27日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である㈱ミュージックランド

株式を追加取得することを決議いたしました。

（1） 取得理由

流通事業により重点的に経営資源を投入するた

め。

（2） 取得する相手の名称

㈱神田商会

（3） 契約締結日

平成19年８月10日

（4） 株式の譲渡日

平成19年９月１日

（5） 取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分

比率

① 取得する株式 18,000株

② 取得価額 27,000千円

③ 取得後の持分 99.7％

１．当社の㈱クオンツからの短期借入金475,000千円に

ついて、当初の返済期限は平成20年８月15日となって

おりましたが、両者の合意に基づき、延長されておりま

す。

２．平成20年８月15日付で第３回無担保転換社債型新株

予約権付社債の契約条項により、社債権者からの繰上

償還の申出を受理し、下記の通り当該新株予約権付社

債の全額を繰上償還いたしました。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債権者であ

る、㈱クロニクルより繰上償還の申出がなされ

たためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

100,000,000円

(4) 繰上償還日

平成20年８月15日

(5) 繰上償還する社債の概要

① 発行日 平成18年8月18日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 100,000,000円

④ 償還後残高 0円
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　 前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

３．平成19年７月27日開催の当社取締役会において、下

記の通り、当社が発行した第２回無担保転換社債型新

株予約権付社債の全額を繰上償還をすることを決議

し、平成19年８月17日付けで、同償還を実行いたしまし

た。

(1) 繰上償還を行う理由

発行要項「償還の方法 ２ 償還の方法及び期

限」の第（3）号の規定により、社債券者であ

る、Bank of Bermuda (Cayman) Limitedより繰

上償還の申出がなされたためであります。

(2) 繰上償還する銘柄

株式会社アーティストハウスホールディング

ス第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位

特約付）

(3) 繰上償還金額

475,000,000円

(4) 繰上償還日

平成19年８月17日

(5) 繰上償還する社債の概要

① 発行日 平成18年8月16日

② 償還期限 平成21年8月18日

③ 発行総額 1,000,000,000円

④ 償還後残高 0円

４．当社は、平成19年８月14日開催の当社取締役会にお

いて、下記の借入を行うことを決議し、平成19年８月16

日借入を実行いたしました。

 

(1) 目的 当社第２回無担保転換社債

型新株予約権付社債の償還

資金として

(2) 借入先の名称 ㈱クオンツ

(3) 借入金額 475,000,000円

(4) 借入条件

借入期間 平成19年８月16日～

平成20年８月15日

利率 年12.00％

(5) 担保に供する資産土地：1,464,827千円

上 記 土 地 に 根 抵 当 権 を 第 二 順 位 に て

600,000,000円設定しております。

──────
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　 前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当事業年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

５．当社は、平成19年８月14日開催の取締役会において、

平成19年８月29日開催予定の第８回定時株主総会にお

いて、「資本金の額及び準備金の額の減少」を議案と

して上程することを決議し、平成19年９月26日開催の

取締役会にて、日程を変更いたしました。

(1) 目的 資本の欠損填補に充てるこ

とにより、財務体質の健全

化を図るため

(2) 資本減少の方法発行済株式の総数を変更し

ない、無償減資によるもの

とする

(3) 資本金の額減少の内容

① 減少する資本の額

2,128,045,017円

② 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

平成19年11月２日

(4) 準備金の額減少の内容

① 減少する準備金の額

1,812,456,200円

② 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成19年11月２日

６．当社は、平成19年８月31日の取締役会において、下記

のとおり、根抵当権変更契約証書を締結することを決

議し、平成19年９月５日付けで契約を締結いたしまし

た。

(1) 目的 平成20年８月度までの当社

事業資金確保のため

(2) 契約締結先の名称㈱クオンツ

(3) 変更前極度額 600,000,000円

(4) 変更後極度額 750,000,000円

(5) 担保に供する資産土地：1,464,827千円

投資有価証券

：835,186千円

 

──────
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④ 【附属明細表】

【株式】

　
銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

スリーディーシステム 200 3,976

計 － 3,976

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

建物 30,1692,53430,1692,534 298 2,173 2,236

車両運搬具 － 14,285 － 14,285 992 992 13,292

工具器具備品 17,050 897 12,9834,965 3,145 2,318 1,819

有形固定資産計
47,22017,71743,15221,785 4,436 5,485 17,349

無形固定資産

ソフトウェア 47,008 200 32,96914,238 11,5253,910 2,712

その他 283 － － 283 － － 283

無形固定資産計 47,291 200 32,96914,521 11,5253,910 2,996

長期前払費用 20,515 － － 20,515 16,0696,666 4,445

(注)１　当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

建物 本社設備 30,169

工具器具備品 本社設備 12,983

ソフトウェア コンテンツ事業用ソフトウェア 32,969

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金
（流動資産）

5,775,406473,9051,167,280 1,523 5,080,508

貸倒引当金
(投資その他の資産）

410,234 971 0 0 411,205

(注)　貸倒引当金(流動資産)の当期減少額(目的使用)はAntiquorum S.A.グループに対する債権放棄による債権の減少

によるものであります。また、当期減少額(その他)は、主に一般債権の減少によるものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

　
区分 金額(千円)

現金 397

預金

普通預金 303,262

小計 303,262

合計 303,660

　

ロ．売掛金

相手先別内訳

　
相手先 金額（千円）

㈱ミュージックランド 16,517

Artist House Investment Aisa Limited 7,931

㈱ジーワン 4,603

その他 7

計 29,060

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

他勘定振替高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

90,726 84,928 3 146,59129,060 0.0％ 258.1

(注) １．他勘定振替高は、短期貸付金等への振替高であります。

２．当期発生高には消費税等が含まれております。
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ハ．関係会社短期貸付金

　
区分 金額(千円)

㈱アーティストフィルム 1,108,029

㈱ＢＢＭＣ 1,102,735

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ 701,416

Antiquorum S.A. 493,960

Artist House Investment Aisa Limited 435,229

㈱アーティストハウスインベストメント 427,109

㈱アーティストハウスエンタテインメント 290,139

㈱ツートップ 161,744

㈱Ｆｏｕ 121,785

㈱翔年社 94,283

㈱アンティコルムジャパン 64,871

合計 5,001,305

　

②　固定資産

イ．関係会社株式

　
区分 金額(千円)

㈱ミュージックランド 491,320

㈱ジーワン 177,662

その他 0

合計 668,982
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ハ．長期滞留債権等

　
区分 金額(千円)

ＤＡＶＩＳＫＩＮ 200,000

㈱マインドギア 61,956

天野　秀起 40,000

㈱ブリード 24,319

㈱シャドウエンターテイメント 21,533

その他 63,396

合計 411,205

　

③　流動負債

イ．短期借入金

　
区分 金額(千円)

㈱クオンツ 475,000

合計 475,000

④　固定負債

イ．社債

　
区分 金額(千円)

㈱クロニクル 100,000

合計 100,000

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日

１単元の株式数 －

株式の名義書換え

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録に
伴う手数料

申請１件につき8,600円及び株券１枚につき500円並びにこれらに係る消費税

端株の買取り

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

買取手数料 無料

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故やその他のやむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
http://www.artisthouse.co.jp/
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第８期）（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

平成19年９月28日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

平成19年９月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書　平成20年４月７日関東財務局長に提出

(3) 半期報告書

（第９期中）（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

平成20年２月29日関東財務局長に提出

(4)  臨時報告書

① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年４月16日関東財務局長に提出

② 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年４月18日関東財務局長に提出

③ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年４月30日関東財務局長に提出

④ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年４月30日関東財務局長に提出

⑤ 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書　平成20年８月19日関東財務局長に提出

(5)  有価証券届出書及びその添付書類

① 第三者割当による新株式発行　平成20年３月31日関東財務局長に提出

② 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行　平成20年３月31日関東財務局長に

提出

③ 第三者割当による新株予約権の発行　平成20年３月31日関東財務局長に提出

(5)  有価証券届出書及びその添付書類

① 平成20年３月31日提出の有価証券届出書（第三者割当による新株式発行）に係る訂正届出書

平成20年４月４日及び平成20年４月７日関東財務局長に提出

② 平成20年３月31日提出の有価証券届出書（無担保転換社債型新株予約権付社債の発行）に係る訂

正届出書　平成20年４月４日及び平成20年４月７日関東財務局長に提出

③ 平成20年３月31日提出の有価証券届出書（第三者割当による新株予約券の発行）に係る訂正届出

書　平成20年４月４日及び平成20年４月７日関東財務局長に提出

(3)  大量保有報告書および大量保有報告書の変更報告書

㈱ＢＢＨにかかる大量保有報告書の変更報告書　平成19年８月27日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

平成19年９月28日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

アスカ監査法人

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　田　　中　　大　　丸　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　川　　愼　　哉　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社アーティストハウスホールディングスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの連結会
計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得る
ことを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。
当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

記
　

当監査法人は、会社の50％出資関連会社（Antiquorum社）の平成19年３月31日現在のその他流動資産の持
分相当額445百万円に関する確認状を入手できなかった。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、上記事項の連結財務諸表に与える影響を除き、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アーティストハウスホールディングス及び連
結子会社の平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当連結会計年度において多額の当期純損失を計上して

いる。また、前連結会計年度に引続き、継続的な営業損失を計上している。当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が発生している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。　連結財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していな

い。

２．重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、

　１）　会社は平成19年８月31日の取締役会において、根抵当権変更契約証書を締結している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年８月22日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

プライム監査法人

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　磯　　秀　雄　　　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　立　澤　　龍　次　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アーティストハウスホールディングスの平成19年６月１日から平成20年５月31日ま

での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社アーティストハウスホールディングス及び連結子会社の平成20年５月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

（追記情報）

１. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度に666,324千円の営業損失、

2,235,250千円の当期純損失を計上した。また前連結会計年度に1,698,337千円の営業損失、6,067,417千円の当期

純損失を計上しており継続して損失を計上した。さらに、当連結会計年度に579,086千円と重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況

に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表及びその附属明細表は経営計画等が達成可能と

いう前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表及びその

附属明細表には反映していない。

２．会社の（株）クオンツからの短期借入金475,000千円について、平成20年８月15日となっていた当初の返済期限

は、両者の合意に基づき延長された。

３．社債権者である（株）クロニクルよりの繰上償還の申出により、平成20年８月15日に第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債100,000千円の全額を繰上償還した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年９月28日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

アスカ監査法人

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　田　　中　　大　　丸　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　川　　愼　　哉　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社アーティストハウスホールディングスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第８期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査
を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社アーティストホールディングスの平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当事業年度において多額の当期純損失を計上している。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が発生している。当該状況に対する経営計画等は当該注

記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映していない。

２．　重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、

　１）　会社は平成19年８月31日の取締役会において、根抵当権変更契約証書を締結している。

　

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　

EDINET提出書類

株式会社アーティストハウスホールディングス(E00742)

有価証券報告書

113/114



独立監査人の監査報告書

　

平成20年８月22日

株式会社アーティストハウスホールディングス

取締役会　御中

プライム監査法人

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　磯　　秀　雄　　　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　立　澤　　龍　次　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社アーティストハウスホールディングスの平成19年６月１日から平成20年５月31日ま

での第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アーティストハウスホールディングスの平成20年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に550,577千円の営業損失、1,068,305

千円の当期純損失を計上した。また前事業年度に654,357千円の営業損失、6,912,282千円の当期純損失を計上し

ており継続して損失を計上した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況

に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表及びその附属明細表は経営計画等が達成可能という

前提のもと、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表及びその附属明細

表には反映していない。

２．会社の（株）クオンツからの短期借入金475,000千円について、平成20年８月15日となっていた当初の返済期限

は、両者の合意に基づき延長された。

３．社債権者である（株）クロニクルよりの繰上償還の申出により、平成20年８月15日に第３回無担保転換社債型新

株予約権付社債100,000千円の全額を繰上償還した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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